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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和５年３月16日（木）議事日程 

開 議（午前10時） 

 日程第１  一般質問（通告順による） 

鹿島市議会令和５年３月定例会一般質問通告書 

 

順番 議  員  名 質    問    要    旨 

４ ６ 杉 原  元 博 

１．人生100年時代に向けた安心と活力について 
 (1)「ＤＸ推進室」による支援強化について 
 (2)「健康ポイント」「ボランティアポイント」等の普

及促進について 
 (3)「特定健診」「がん検診」の受診率向上について 
 (4)認知症の人や家族への支援について 
 (5)口の健康を守る「歯科健診」について 
 (6)帯状疱疹ワクチン助成について 
 (7)日常の買い物などに対する支援について 
 (8)オンライン診療・訪問診療の普及促進について 

５ ３ 笠 継  健 吾 

１．県立大学誘致の件について 
 (1)県立大学誘致について市としての取り組みをどう考

えているのか。 
 
２．新規工業団地について 
 (1)進捗状況はどうか 
 (2)今後の取り組み計画はどうか 
 
３．ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備計画について 
 (1)各工事についての時期的計画はどうか 
 (2)県が実施される新駅舎について、鹿島市の要望はど

う取り組まれるか 
 
４．森林環境譲与税について 
 (1)仕組みの内容について 
 (2)資金使途について 
 (3)実施先の選定と取り組み方について 

６ ４ 中 村  日出代 

１．給食センターの改修について 
 (1)学校給食法について 
 (2)学校給食施設・設備の改善について 
  ①学校給食施設・設備の現状と問題について 
  ②今後の改修計画について 
 
２．空き家の存する敷地に係る固定資産税等の措置につ

いて 
 (1)空き家の現状について 
 (2)固定資産税等の概要と措置の内容について 
 (3)住宅用地特例の対象外のタイミングについて 
 
３．令和４年度鹿島市沿岸有明海海洋環境影響調査事業

について 
 (1)本事業の内容について 
 (2)本事業の活用について 
  ①海苔養殖業者への調査結果の連絡について 
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順番 議  員  名 質    問    要    旨 

６ ４ 中 村  日出代 
  ②海苔養殖業者との協力について 
  ③関係各課との情報共有について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（田一美君） 

 おはようございます。現在の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから本日の会議を開きます。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（田一美君） 

 本日の日程は、お手元の議事日程どおり一般質問を行います。 

 それでは、通告順により順次質問を許します。６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 おはようございます。６番議員、杉原元博です。通告に従い一般質問を行います。 

 早いもので私たち議員の任期も残り僅かとなり、来月には改選を迎えます。私自身、これ

まで２期８年間、皆様からいただきました御意見や御要望を市政に反映すべく取り組んでま

いりました。そして、これまで多くの市民の皆様に支えていただきながら議員活動ができま

したことに深く感謝申し上げます。新年度の2023年度がもうすぐスタートします。鹿島市並

びに市民の皆様にとって希望に満ちたすばらしい一年となるよう願っております。 

 最近は暖かくなってまいりました。すがすがしい春の光とともに、全ての自然がこれから

本格的に活動を始めます。全世代の市民の皆様が、この春の陽気のように健康で元気に過ご

していかれることを願いつつ、人生100年時代に向けた安心と活力について質問をしてまい

ります。 

 人生100年時代はロンドンビジネススクール教授のリンダ・グラットンとアンドリュー・

スコットによる、ライフシフト100年時代の人生戦略の中で提唱された言葉です。寿命の長

期化によって、日本を含む先進国の2007年生まれの２人に１人が103歳まで生きる、人生100

年時代が到来するとし、100年間生きることを前提とした人生設計の必要性を論じています。

これまでの人生設計は、20年学び、40年働き、20年休むという教育・仕事・老後の３段階が

一般的でありましたが、100歳まで生きることが一般化する社会では、年齢による区切りが

なくなり、学び直しや転職、長期休暇の取得など、人生の選択肢が多様化すると予想してい

ます。 

 今回の質問では、これからの高齢化社会に向けて、そこにシフトをして、健康面・福祉・

支援などを中心に質問をしてまいります。鹿島のよいところ、特徴の一つである人のよさや
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支え合いの精神が、これからますます重要になってくると感じています。 

 最初に松尾市長に、人生100年時代に向けた安心と活力についてどのように考えておられ

るのか、総括的に質問をします。答弁をいただいた後に、個々の質問を一問一答で担当の部

長、課長に質問してまいります。答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 執行部の答弁を求めます。松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 杉原議員の、人生100年時代に向けた安心と活力ということで質問を受けました。今、鹿

島市でも少子化、それから高齢化が進んでいます。鹿島市の人口は今２万8,000人を切りま

した。そういう状況の中で、これから鹿島市の市民がどのような生活をしていくのかという

ことだと思います。 

 医療が進んで長寿社会になりました。さっきおっしゃったように、人生100年時代と言わ

れるようになったというふうに思います。その中で、人口のピラミッド、人口ピラミッドと

いうのは大体三角形が通常の形だと言われますが、少子化が進むこと、それから団塊の世代

が今、高齢社会に入っております。そういう中で、やはりこの三角形の人口ピラミッドが少

しいびつな形になっているというふうに思います。このような社会構造の中で、杉原議員が

言われる安心と活力をどういうふうに考えているのかということだと思います。 

 まず１つは、やはり長寿社会、働き方の改革が必要だというふうに思います。今、定年の

引上げ等もございまして、やはり働ける方は働ける、働きたい方、そういう方はずっと働き

続けていただきたい。そして、おっしゃるように若い人たちが減ってきているというのは、

１つは労働力の不足がございます。そこはやはり今、国が推し進めておりますＤＸの推進、

デジタル化の推進で仕事の効率化を図っていくということが必要ではないかというふうに思

います。 

 議員言われるように、鹿島のよさというのは市民力、これは他の地域よりも鹿島はまだま

だ、この市民力はあると思っておりますし、お互いが支え合っていくというのは、鹿島には

他の地域よりもまだまだ十分その力があると思っております。この福祉の分野では、やはり

こういうお互いを支え合っていくというのがますます重要になっていくと私も考えておりま

す。鹿島市もそのことについて黙っているわけじゃなくて、やはりこの福祉をどうしていく

のかというのが今後大きな課題になってくるというふうに思います。 

 ただ、そういう中でも、鹿島市の人口の状況を見てみますと、市の中心部に人が集まって

くるような状況が今生まれております。山間部では人が少なくなって過疎化が進んでおりま

すし、その交通の足であるとか、地域力、支え合いの力が、やはり山間部、特に中心部から

離れたところで少なくなっているなという思いがいたしております。そこをどう市として支

えていくのかというのが今後大事になってくるんではないかというふうに思っております。 
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 それと、活力ですね、活力、私は生きがいだと思います。100年時代、高齢になられて、

どのように生きがいを持って過ごされるのかということだと思います。ここ３年ぐらいコロ

ナがずっと拡大をしまして、老人クラブの例会であったり、いろんな会合がなかなかできな

い状況で、お互いの交流というのが少なくなっているというふうには思っています。ただ、

ちょうどこの市役所の前の中川グラウンド、朝から夕方までグラウンドゴルフをされる方が

ずっとひっきりなしにいらっしゃいます。高齢者の方たちがそういうふうに元気に頑張って

おられる姿も、このコロナ禍でもあります。そういうのは非常にすばらしいというふうに

思っておりますし、先日のみんなの集いがありました。あそこでも若い人から高齢者まで、

皆さんがいろんな出し物を出して頑張っておられる、そういう状況も見受けております。新

しい市民会館ができますので、そういう活動もこれから盛んになってくるというふうに思っ

ているところです。 

 ただ、皆さん全部がそういう状況ではありません。独り暮らしの人で、周りとの関わり合

いもなかなかできない、買物にも行けない、病院にもなかなか行く足がない、そういう方も

いらっしゃいますので、その福祉の分野をやはり市としてしっかり支えていかなければなら

ない、そういうふうに思っているところでございます。以前は家族３世代が多かったんです

が、今はほとんど高齢の２人暮らしの人というのが多くなってきております。今言ったよう

な、そこをどうカバーしていくのかというのが鹿島市にとっても今後重要になってくるとい

うふうに思います。 

 もう一つが、やはり健康で長寿であってほしいということです。元気で長寿社会を迎えて

ほしいということです。議員も常々言っておられます検診、がんの検診であったり、いろん

な検診をちゃんと受けてもらう、体の健康を保って長寿を全うしてもらう、それが大事だと

いうふうに思います。 

 実は市長会の中で１回、講習会がありました。佐賀大学医学部の先生が、がんについての

話をされて、佐賀県は肝臓のがん、肝がんが非常に多い地域であるけれども、もう一つ、前

立腺がんが実は全国でも一番多い地域なんですよと言われたんです。これは皆さんあまりま

だ御存じじゃないでしょうということで、前立腺がんというのは50代とか60代ぐらいからな

られる方が多いです。これの検診は血液を採るだけである程度判定ができますので、やはり

こういう検診を受けて、がんを早期に発見する、がんにならないための予防をする、こうい

うことが大事だと私自身も思っておりますので、こういう講習会、こういうものを老人クラ

ブの例会とかあるときには頻繁に出かけていって、皆さん方に周知をするのも一つの手だて

ではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 第七次の総合計画の中に、「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」ということを目標

に掲げておりますので、このことに向かって庁内一丸となって、市民の皆さん方の、さっき

おっしゃった100年時代に向けた安心と活力ということについて取り組んでいきたいという
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ふうに思います。 

 詳細については、それぞれの担当の部長、課長が答弁をすると思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 市長、詳しく答弁ありがとうございます。 

 人生100年時代を迎える今、総務省によれば、約2,000万人の高齢者がスマートフォンを使

えないと言われております。誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向け、デジタルに不

慣れな人に対してスマホの基本操作や交流サイト、いわゆるＳＮＳとかインターネットの使

い方、オンラインによる行政手続など、丁寧に教える必要性を感じております。 

 鹿島市ではマイナンバーカードを利用して、市役所に行かなくても最寄りのコンビニなど

で印鑑登録証明書や所得証明書、住民票の写し等が取得できるようになりました。デジタル

化が進み、便利になったものの、その便利さを享受できない高齢者や障害をお持ちの方もお

られます。 

 2023年度からＤＸ推進室が新たに設置をされますが、その役割と、市民の皆様に対してど

のように支援をしていかれるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田一美君） 

 山口企画財政課長。 

○企画財政課長（山口徹也君） 

 お答えします。 

 先ほど議員、質問の中でもおっしゃいましたように、デジタルに詳しくない人も誰一人取

り残さず、その恩恵を受けられるようになることがデジタルトランスフォーメーションの目

的の一つとされております。ＤＸを進めるうちの各部、各課の取組に関しましても、まずは

誰も取り残さないように進めることが大事だというふうに考えております。そのため、おっ

しゃいますようなデジタル化の恩恵を享受できないようなケースがある場合には、何かしら

の支援が必要ということは考えております。 

 例えば、市役所の１階で現在も行っておりますマイナポイントの設定支援につきましては、

国のマイナポイント事業補助を活用しまして９月から受付を行い、自分での設定が難しい

方々の設定支援ということで行っております。これは２月までで約１万1,000件を対応して

おりまして、１日平均約88人の支援を行っている状況です。 

 今後も様々な分野でデジタル化が進んでいくに当たっては、先ほどおっしゃいました

ＤＸ推進室等で進めていきます庁内ＤＸによりまして業務をデジタル化することで、職員

が住民の皆さんと直接向き合える時間をつくり出して、デジタルが苦手な高齢者や障害のあ
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る方々への支援をするという方向で考えているところです。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 初めはいろいろ試行錯誤しながら対応の面でも難しいところもあるかと思いますが、デジ

タル化で業務の効率化が図れて、市民サービスの向上につながっていくと思っております。 

 そして、デジタルの推進委員が全国で現在２万3,000人以上が任命されております。2027

年度までに５万人に倍増する方針が政府から示されています。国や自治体が取り組む地域の

講習会などで、デジタル推進委員の方々も携わっていかれるようになると思いますが、鹿島

市においてはどのように今後を考えていかれるのか、お聞きします。 

○議長（田一美君） 

 山口企画財政課長。 

○企画財政課長（山口徹也君） 

 デジタル推進委員ということで、冒頭にデジタル推進委員の趣旨として、少し省略をいた

しますが、申し上げたいと思います。 

 誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会を実現していくために、誰もがデジタル

化の恩恵を享受することのできる社会に向け、デジタル機器・サービスに不慣れな方々に対

する国民の理解を深め、きめ細やかなサポート等を行うことに関する国民の意識を高めるこ

とが求められる。このような観点からデジタル機器・サービスに不慣れな方々に対する事業

や取組とも連携し、これらの事業や取組に携わる者をデジタル推進委員と位置づけ、幅広く

国民運動として展開していくことを目指すとあります。 

 先ほどの答弁でも少し申し上げましたとおり、市の業務におきましては、デジタルに対応

できる方にはデジタルで、対応が難しい方には職員が対面等で取組を行うとしておりますが、

そういった市役所の業務とは別に、日常生活等で感じるデジタル機器やサービスに関する不

安や悩みに対して、講習会を開いたり、利活用をサポートしたり、デジタル機器への理解を

深め、きめ細やかなサポートを行うことでデジタルに関する国民の意識を高める活動をする

方々をデジタル推進委員として、デジタル大臣が任命するものとなっております。 

 現在、鹿島市が進めておりますＤＸですね、今後、窓口業務に限らずＤＸが進んでいくこ

とになれば、公共交通、また買物、病院など、様々なところでデジタルを取り扱う場面が出

てくると思われます。そういった際に、デジタルに不慣れな方々に対して職員と共にきめ細

やかなサポートを行っていただくような活動をデジタル推進委員の方にお願いすることが出

てくるのかなということで考えております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 
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○６番（杉原元博君） 

 分かりました。 

 人生100年時代では健康維持や介護予防を促進し、高齢者が地域に貢献できる仕組みが求

められていると思っております。そのためには、健康づくりを促す健康ポイントや、介護支

援のボランティア活動を通じて、地域で交流し、支え合いの関係構築を促すボランティアポ

イントの普及促進が今後重要になってくるかと思います。その辺りを担当課としてどのよう

に考えておられるのか、お聞きします。 

 また、ボランティアの活動も様々な取組をされていると思います。ボランティアの現状に

ついても説明をしていただければと思います。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 御質問の健康ポイント、ボランティアポイント等の普及促進でございますが、これに類似

する事業といたしまして、杵藤介護保険事務所で実施されているサポーティア事業がござい

ますので、事業概要について御紹介いたします。 

 サポーティア事業とは、介護ボランティアの活動に点数を付与し、そのポイント数に基づ

き金銭的なインセンティブを行う事業となっております。事業への参加対象者は杵藤地区市

町村保険組合の介護保険１号被保険者及び第２号被保険者でございまして、要支援、要介護

の認定を受けていない方となっております。活動場所は、杵藤地区広域市町村圏組合の構成

市町が行う介護予防事業等の実施場所でサポーティア活動を行うことになります。 

 サポーティアの活動内容は、サポーティアの方の受入れ機関で行うレクリエーションのお

手伝いや話し相手など、対象となる活動内容はレクリエーション等の指導や参加支援、散歩、

外出及び施設内の移動の補助、施設の催事に関するお手伝い、話し相手・傾聴、施設の職員

と共に行う軽微かつ補助的な活動となっております。 

 活動を希望される方はサポーティアとしての登録申請が必要となりますので、申請書を佐

賀県長寿社会振興財団に提出いただき、研修会を受講いただいた方がサポーティアとして登

録され、サポーティア手帳が交付されることになります。 

 活動の開始は、受入れ介護保険施設等のうち、希望される受入れ機関に直接連絡を取って

実施いただくことになります。受入れ機関でサポーティア活動を行うと、サポーティア手帳

に１時間当たり１個のスタンプが押印されます。スタンプ１個を100ポイントとしてポイン

トを貯めることができ、たまったポイント、100ポイント当たりに100円を付加し、年間５千

円を上限に換金することができます。 

 議員御質問のボランティアポイントの普及促進についての担当課としての考えですが、介
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護の担い手の確保やボランティア参加を推進する目的として有効な事業であると考えており

ます。介護保険事務所では、杵藤管内全体の事業として実施されている経緯もございますの

で、まずはボランティアポイント制度の内容等について担当課としては勉強のほうをさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 福祉課からは、鹿島市のボランティアの現状について御説明をいたします。 

 社会福祉協議会には、ボランティア活動の普及啓発などに取り組まれている鹿島市ボラン

ティア連絡協議会が設置をされております。この協議会に登録されているボランティア団体

の登録数といたしましては、令和５年２月現在で36団体、その会員数は1,136人となってお

ります。 

 また、ボランティア活動の内容ですが、貧困世帯へのお弁当を作り、子供たちへ配布する

事業に取り組まれている団体や、小学校の登下校時の児童の見守り等を行うボランティアな

ど、多岐にわたっております。近年では頻発する大規模災害への関心が高まり、市民への防

災・減災に関する普及啓発や、災害発生時の支援などに取り組まれている災害ボランティア

も活発になってきております。 

 鹿島市ボランティア連絡協議会では、このような地域の担い手となる市民ボランティアの

育成のため、市内の小・中学校で子供たちへの福祉教育に取り組み、ボランティア体験学習

等の取組を進められておられます。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 詳しく説明していただきありがとうございます。これからの人生100年時代に向け、ます

ますボランティアの役割や活動というのが重要になってくるかと思っております。 

 次に、特定健診、そして、各種がん検診の受診率について伺います。 

 以前にも一般質問や委員会質問等でお尋ねしたことがありますが、ここ３年間、2020年度

から今年度2022年度でどのような状況なのか、また、健康チャレンジ事業が本年で５年目に

なると思いますが、達成者の人数も併せて答弁をお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 
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 それでは、御質問の特定健診、がん検診、健康チャレンジの受診率等についてお答えいた

します。 

 特定健診は平成20年４月から40歳以上、75歳未満の方を対象に実施されている国保事業と

なります。近年増加している糖尿病や高血圧症などの生活習慣病になる前に、健康管理に気

を配り、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームを予防、改善することを目的

として健診が行われております。 

 令和２年度から令和４年度の特定健診の受診率ですけれども、令和２年度39.8％、令和３

年度42.9％、令和４年度１月現在の速報値でございますけれども40.0％となっております。

令和４年度の受診率は、まだ最終的な受診率ではありませんが、前年度を若干下回ると想定

しております。これはコロナ感染の急激な拡大に起因したものだと考えております。 

 がん検診は昭和57年度から老人保健法に基づく市町村の保健事業として開始され、平成10

年度から法律に基づかない事業として整理されましたが、平成20年度からは健康増進法に基

づく事業として市町村において実施しております。胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、

子宮がん、乳がんの集団健診を保健センターのほうで実施しております。 

 なお、子宮がん検診、胃がん検診等につきましては、広域化により県内医療機関において

も個別検診ができる状況となっております。 

 令和２年度から令和４年度のがん検診の受診率ですが、令和４年度については12月までの

受診率といたします。胃がん検診、令和２年度5.0％、令和３年度4.8％、令和４年度4.1％、

大腸がん検診、令和２年度8.6％、令和３年度9.0％、令和４年度7.6％、前立腺がん検診、

令和２年度9.3％、令和３年度8.9％、令和４年度8.7％となっております。ほかにもがん検

診はございますが、検診率については以上にいたします。令和４年度のがん検診受診率もま

だ最終的な受診率ではありませんが、特定健診と同様に前年度を下回ると想定しております。

これもコロナ感染の急激な拡大が起因しているものと考えております。 

 次に、健康チャレンジ事業の令和２年度から令和４年度の達成者数ですが、健康チャレン

ジ事業はがん検診・特定健診などの健康診査受診、健康づくり教室への参加、自主的な運動

の実施、健康づくりへの取組についてインセンティブを付与することで健康に対する意識や

行動変容につなげ、住民の健康づくり、ひいては介護予防や医療費削減につなげることを目

的とした事業でございます。 

 事業内容は、参加者に健康チャレンジ台紙を配布し、健康づくりに取り組んでいただきス

タンプを集めてもらいます。合計1,000ポイント以上になると500円分の商品券と交換する事

業としております。この商品券につきましては、道の駅、門前商店街、ピオで利用すること

ができます。令和２年度から令和４年度の健康チャレンジ事業の達成者数ですが、令和２年

度434人、令和３年度509人、令和４年度562人という形で推移をしておりまして、健康チャ

レンジ事業の達成者数は年々増加傾向にございます。 
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○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 今、各種がん検診の受診率等の答弁をいただきました。同時にＡＢＣ検査、いわゆる胃が

んリスク検査も鹿島市では実施をするようになりました。あまり御存じでない方もいらっ

しゃると思いますが、いわゆるＡＢＣ検査というのは、ピロリ菌の有無と胃の萎縮状態が分

かる優れた検査です。早めに対策が打てるので、胃がんの発症予防に非常に効果があります。

５歳刻みで検診できますので、まだピロリ菌検査を受けられていない方は、ぜひ受診をして

いただきたいと思っております。 

 そして、先ほどありましたように糖尿病など生活習慣病や腎機能、肝機能が血液検査で分

かる特定健診、そして、今では医学の進歩でほとんどが早期発見で治るがん検診、こちらも

もっと多くの人に受診していただきたいと思っております。私も毎年受診をしていますし、

検査結果について保健師の方から非常に分かりやすく説明もしていただいております。特定

健診は僅か500円で受診できます。毎日忙しいという方も多いでしょうが、健康は何物にも

代えることができません。市民の皆様の健康維持のために、特定健診と各種がん検診の受診

率向上について、今後どのように対策を取っていかれるのか、お尋ねします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 それでは、お答えいたします。 

 今後の受診率向上に向けた取組をどう行うかということですけれども、現状の取組等を御

説明してまいりたいと思います。 

 まず、特定健診の受診率向上の取組ですけれども、受診率向上に向けたデータ分析を行い、

効果的な受診勧奨を取り入れております。 

 次に、勧奨訪問、勧奨電話の実施、集団健診の個人負担を１千円から500円に減額してい

る、保健センターからの各種通知への受診勧奨のメッセージを印刷し、それを適用しており

ます。あと、集団健診のインターネット申込みを実施し、受診率向上に取り組んでおります。 

 次に、がん検診の受診率向上のための取組でございますが、インターネットによる申込み

の実施、個別検診希望者の利便性を考慮いたしまして、乳がん、子宮がん、大腸がんの検診

については無料クーポンの送付を実施しております。 

 次に、リコール通知でございますけれども、申請して未実施の方に対しまして再度勧奨を

実施しております。平日に受診できない方のために日曜健診、夜間健診を実施しております。

そのほかにレディース検診の実施ということで、これは乳がん、子宮がんの検診を受けやす

いように、女性スタッフのみによる検診等を実施しております。これらの取組を実施し、受
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診率の向上を目指したいというふうに考えております。 

 先ほど市長からも答弁がございましたけれども、佐賀県は前立腺がんの年齢調整後の死亡

率が全国で１位となっております。鹿島市の特定健診受診者に占めるメタボリック症候群の

割合は、令和３年度で15.1％と県内で２番目に高い結果となっております。これに伴い、メ

タボリック該当者も年々増加する状況となっています。最近の研究では、メタボリック症候

群が前立腺がんの発症に起因しているとの報告もございますので、市民の皆さんにも前立腺

がんや各種疾病の予防のためにも、特定健診、がん検診等の各種検診をぜひ検討いただきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 今、現状の取組、受診率を上げるための様々な取組を答弁していただきました。受診率が

向上していくように願っております。 

 それでは次に、認知症の方やその家族の方々への支援について伺います。 

 認知症の人やその家族が安心して暮らせる共生社会の実現に向け、認知症に対する理解の

促進や認知症サポーターの養成、認知症に関する相談体制の充実などが重要だと思っていま

す。認知症に関する支援事業について伺います。それと、鹿島市の最新の認知症サポーター

の人数をお聞きします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 それでは、認知症の方や家族を守る支援についてということと、あと、認知症サポーター

の総数を回答いたします。 

 まず、認知症サポーター養成講座についてお答えいたします。 

 認知症サポーター養成講座につきましては、認知症に関する知識の普及や、認知症の方へ

の対策や支援を目的とした事業でございます。現在、寸劇を交えた内容で実施しておりまし

て、令和４年度の回数は８回、参加者の方は310人、令和４年12月末現在の認知症サポー

ター数は4,325人となっております。 

 次に、認知症の方やその家族への支援事業ですが、認知症カフェ、認知症初期集中支援

チームについて御紹介いたします。 

 認知症カフェは、認知症について正しい理解を深める場を提供することを目的としており

ます。作業療法士を交え、利用者相互の交流や情報交換の場として開設しております。また、

鹿島市では介護者の集いの機能も兼ねておりまして、介護者の悩みの相談、情報交換、リフ
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レッシュの場としての一面も兼ねております。 

 令和４年度は６回開催し、参加者の延べ人数は72人、古枝公民館、エイブルで開催いたし

ております。また、新年度からは新規事業として、個別相談等に特化いたしましたペアカ

フェの開催も計画いたしております。 

 続いて、認知症初期集中支援チーム事業でございますけれども、認知症になっても本人の

意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症の人やその家

族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、認知症の早期診断、早期対応に向け

た支援体制を構築することを目的といたしております。 

 認知症初期集中支援チームは、認知症の人や疑いのある人に対して、チーム員が自宅に訪

問して、認知症かどうか診断するための専門医への受診支援及び適切な医療サービスや介護

サービスの利用ができるよう支援いたします。認知症初期集中支援チームの対応状況でござ

いますが、令和２年度が３件、令和３年度が６件、令和４年度が３件の実績となっておりま

す。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 この認知症対策については、私も以前、一般質問等で取り上げたことがありますが、高齢

者見守り支援シール事業、いわゆるどこシル伝言板という事業が鹿島市でも昨年から導入に

なりました。認知症で徘回される高齢者の方もいらっしゃいます。どこに帰っていいのか分

からない、自分の家が分からなくなるといった、そういった方々に通報ができるという事業

でございますが、この事業について認知症サポーター養成講座の中で説明をされているのか

どうか、やはり一人でも多くの方にこの事業のことを知っていただきたいという思いもあり

ますので、説明をお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 それでは、鹿島市見守りシール交付事業となります、どこシル伝言板について御説明いた

します。 

 本事業につきましては、認知症高齢者やその家族が地域で安心して生活できるよう、認知

症高齢者の見守りを目的として、認知症サポーター養成講座の中でも事業の説明を行ってお

ります。 

 事業内容ですが、どこシル伝言板とは認知症やその疑いにより行方不明になるおそれがあ

る高齢者にＱＲコードが印刷されたラベルシールを配布します。このラベルシールを対象者

の服や持ち物に貼り付けておき、行方不明発生時には発見者がスマートフォン等でラベル
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シールを読み取ることでインターネット上の伝言板が表示され、保護者へメールが自動送信

されるシステムとなっております。どこシル伝言板を介して、行方不明者の発見から保護、

引渡しを安心、安全、迅速に行うことができるような事業となっております。 

 なお、令和３年度から事業を開始しており、現在までの相談件数は６件、事業利用は２件

となっております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 健康で長生きできるためには、口の健康、歯の健康はとても重要だと思います。本年度、

私が受診した特定健診では歯周疾患健診もありました。口の健康を守る大切な歯科健診です。

歯や口の機能の衰えは、活舌の低下や、かめない食品が増えるなどの症状が見られ、要介護

になる割合が健康な人と比べ２倍以上になるとされています。健康寿命を延ばすという点で、

口や歯の健康はとても重要だと思います。口の健康を守る歯科健診、歯周疾患健診を今後も

特定健診とともに実施されるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 それでは、お答えいたします。 

 今後も特定健診の中で歯周疾患健診を実施するかとの御質問ですけれども、特定健診と歯

周疾患健診は別事業となっております。どちらとも国保事業であり、こちらのほうで同日開

催を計画し、令和４年度は実施したものです。歯周疾患健診は40歳から74歳の国保被保険者

を対象とした事業でございまして、年１回の実施となっていますが、令和５年度においても

特定健診と同日実施を現在のところ予定いたしております。 

 市で行う歯科健診でございますが、乳幼児の歯科健診として１歳半から３歳までに５回の

実施、妊婦を対象とした歯科健診、40歳、50歳、60歳、70歳を対象とした歯科健診、これは

健康増進事業となります。また、国保加入者のうち40歳から74歳を対象とした歯周疾患健診

を実施しております。また、76歳到達者を対象とした後期高齢者広域連合が主体としている

歯あわせ健診、これらの歯科健診を実施しております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。最低でも年に１回の歯科健診は大変重要だと思っております。今答弁をさ
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れた各種歯科健診についてですが、やはり市民の皆様に周知の徹底をぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、帯状疱疹ワクチン助成についてお聞きします。 

 帯状疱疹は成人の９割が原因となるウイルスを保有しており、80歳までに３人に１人が罹

患するとされています。帯状疱疹は多くの人が子供のときに感染する水疱瘡のウイルスが原

因で起こります。水疱瘡が治った後もウイルスは体内に潜伏していて、過労やストレスなど

で免疫力が低下するとウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると皮膚の

症状だけでなく神経にも炎症を起こし、痛みが現れます。神経の損傷がひどいと皮膚の症状

が治った後も痛みが続くことがあり、発症した方からは本当に大変だったという声を何回も

聞いております。３か月以上痛みが続くこともあり、合併症を引き起こしたり、重い後遺症

が残ることもあります。50歳以上で新型コロナウイルスに感染した人は、発症のリスクが高

い可能性があるとの報告もあります。誰が発症してもおかしくない病気です。 

 まず、ワクチンの接種費用についてお尋ねをします。 

 いろいろと調べてみましたが、８千円から44千円程度かかるようですが、このワクチンの

種類が何種類かあるようですが、このワクチンの種類と実際にそのワクチンの種類別にどの

程度の費用がかかるのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスを原因として発症する病気です。時に水痘のような発疹

が全身に広がる場合や、顔面や神経麻痺で視力障害を起こすこともございます。加齢によっ

て発症率が高くなり、50代以上に多く、80歳までに３人に１人が発生すると言われておりま

す。 

 帯状疱疹ワクチンは、この帯状疱疹の発症を予防するワクチンということになります。現

在テレビでも放映されておりますけれども、帯状疱疹のワクチン接種につきましては任意接

種となっております。帯状疱疹ワクチンの費用ですが、不活化ワクチンシングリックス接種

の場合は２か月間で２回の接種が必要となり、１回の接種費用が22千円から25千円程度かか

ることになります。発症予防効果は97％となっております。 

 生ワクチンビケン接種の場合は１回接種でございまして、接種費用は８千円から９千円程

度になります。発症予防効果のほうは50％から60％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 
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○６番（杉原元博君） 

 帯状疱疹ワクチンは接種費用が非常に高いので、個人負担が軽減されるよう、例えば、発

症の確率が高くなる50歳以上を対象に助成をするとかの対策が必要であると思いますが、そ

の点いかがでしょうか。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 現在、帯状疱疹ワクチンの接種は予防接種法に基づく定期接種ではございませんので、任

意の予防接種となっておりますが、国では審議会において新たな定期接種の対象として、お

たふく風邪ワクチン、帯状疱疹ワクチンの定期接種化が検討されているところでございます。 

 ワクチン接種の助成を実施するに当たっては財源確保が必要となりますが、帯状疱疹ワク

チンの接種費用は高額となっております。この帯状疱疹ワクチン接種が定期接種となれば国

から交付税措置が実施されますので、現状としては国の動向、定期接種化を見ながら検討し

たいというふうに考えております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 今、国の方針を受けてからというふうな答弁でございましたが、実は東京都は来年度、2023

年度から帯状疱疹のワクチン接種費を助成する区や市町村への補助事業を開始すると発表し

ております。50歳以上を対象に、助成する区や市町村に２分の１を補助するということに

なっております。現状、佐賀県でもそのような動きはまだあっていないようですが、やはり

現場に一番近い市町村、私たち市町の議員が直接市民の方からそういった苦しみの声とか要

望の声を聞くわけですね。ですので、市町村のほうから上のほうに、県のほうに声を上げて

いっていただいて、また鹿島市だけではなくて、近隣の嬉野市とか武雄市、そういったとこ

ろから声を上げていけば、県のほうも助成というふうな動きをすることも可能ではないかな

と思っておりますが、その辺のところを松尾市長はどのように考えておられるのか、お聞き

したいと思います。 

○議長（田一美君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 ワクチン接種の費用の、県のほうの助成ということでのお話です。 

 今、佐賀県の市長会とかそういう会合、あと、知事と直接話し合うＧＭ21というような会

合がございます。そういうふうな中で知事のほうに御提案申し上げるというのも一つの方法
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ではないかと思っておりますし、あとは九州市長会、全国市長会等、そういう組織の中で要

望事項を取りまとめることがあります。そういう一連の流れの中で、鹿島市として県のほう

に提言するというのも一つの方策であろうというふうに思います。 

 いずれにしても、皆さん方の御負担が非常に大きい場合はそれを軽減するような策も必要

だというふうに考えておりますので、担当とも少し話をしながら進めていきたいと思います。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。よろしくお願いいたします。 

 次に、日常の買物などに対する支援についてお尋ねをいたします。 

 食料品や日用品をはじめ、日常の買物に困っている高齢者への支援も重要です。農林水産

省の調査によれば、自宅から店舗まで500メートル以上かつ自動車の利用が困難な65歳以上

の人口を示す、いわゆる食料品アクセス困難人口、これが推計824万人と発表されておりま

す。高齢者の約４人に１人が買物難民に当たります。 

 鹿島市では令和元年、2019年10月より買物応援バスの取組を始めました。七浦地区でス

タートしたこの取組では、月２回、社協のバスで中心部のスーパーなどへ無償で送迎する事

業です。私も視察を兼ねて参加したことがありますが、買物を楽しみながらコミュニケー

ションも図れて、有意義な時間をつくることができます。 

 買物応援バスの利用状況と今後の予定、例えば対象地域を拡大するなど、このことについ

てお聞きします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 七浦地区で実施されている買物応援バスについて、まず御説明いたします。 

 七浦地区で実施されている買物応援バスは、鹿島市が社会福祉協議会に委託している高齢

者のための地域支援事業の一環として実施されております。この買物応援バスは、七浦地区

高齢者の地域支援を検討する中、創設されたものでございます。高齢者の買物とそれに伴う

移動の手段の確保を課題と捉え、令和元年10月から社協が中心となり、七浦地区高齢者を対

象に買物支援が月２回無償で実施されています。 

 令和４年度の買物応援バスの実施状況ですが、バスの運行は月２回実施されており、１運

行当たり12人程度の利用が行われております。２月中旬までの実績でございますが、実施回

数は19回、参加者は延べ229人、ボランティアは延べ69人の協力となっております。また、

買物と併せて運動教室等も行われておりまして、介護予防の役割も担った事業となっており
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ます。 

 地域拡大を行うかということについての御質問ですが、買物応援バスは現在、七浦地区だ

けでの実施でございますが、社協からの地域への呼びかけにより地域からの相談もあってお

ります。これに伴い、具体的なニーズの検証やボランティア確保等の調整が整えば、拡大実

施されるということになります。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 今後さらに増え続ける高齢者の人口に伴って、移動の足となる買物応援バスなどのコミュ

ニティバスの各地域での導入、あるいは商品を自宅に届ける宅配サービスや地域を巡回する

移動販売カーなどの取組を推進していくことも必要だと感じております。行政として、今後

日常の買物などに対する支援についてどのように考えておられるのか、お聞きいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 まず、買物応援バス以外でも介護保険事務所や市が実施している買物支援等について御紹

介いたします。 

 介護保険適用となるホームヘルプ事業では、ヘルパーが自宅に訪問し、本人から依頼され

たものを購入するサービスを実施されております。また、介護保険の適用外の市が行う買物

支援として軽度生活援助事業がございまして、先ほど取り上げましたホームヘルプ事業と同

様のサービス実施を行っております。対象は介護保険の認定を持たない65歳以上の独居高齢

者世帯でございまして、支援の必要があると判定された方が対象となります。 

 また、民間によるホームヘルプサービスや移動販売等も行われており、少しずつではござ

いますが、支援体制が進んでいるのかと考えております。 

 高齢化が進んでおりますので、他市町の取組状況等も参考にいたしまして、今後も新たな

施策の検討が必要になるかというふうに考えております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 それでは、最後の質問です。 

 今後予想されます超高齢化社会に向けて、通院が困難な高齢者への対応のため、自動車を

活用したオンライン診療や訪問診療の普及促進について質問をします。 
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 鹿島市は中山間地域も多く、過疎地域等に病院がなく、医師不足への対応がこれからの超

高齢化社会へ向け必要になってくると思います。比較的市街地に集中している病院への通院

が困難な高齢者へのオンライン診療や、訪問診療等を普及促進していく必要性を感じており

ます。今のこの現状と、行政として今後この問題をどのように考えておられるのか、お尋ね

します。 

○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 それでは、オンライン診療、そして、訪問診療の普及促進について、市としてどう考えて

いるかというところで、これは広域的な課題としてお答えをしたいと思います。 

 市内におけるオンライン診療、訪問診療の導入状況ですけれども、オンライン診療につい

ては既に導入している医療機関、導入を検討している医療機関、導入予定のない医療機関が

混在しておりまして、導入の割合は低い状況ではございます。これに比べて、訪問診療を実

施する医療機関の割合は高い状況です。 

 具体的には、まずオンライン診療ですけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大によっ

て、基礎疾患を持つ方の中には定期受診等を迷う方もおられたとお聞きしております。この

ような中、注目されたのがオンライン診療ですが、このオンライン診療とは、スマートフォ

ン、パソコン、タブレットを用いて医師が患者と離れた場所で診療を行うもので、患者は医

療機関に出向くことなく診療を受ける診療方法です。現状では診療に使える疾患に制限が

あったり、初診は対面で診療を受けなければならないなどの制約はございますが、新型コロ

ナウイルス感染症については厚生労働省から通達が出され、新型コロナウイルス感染症の拡

大に際して時限的、特例的な取扱いとして、医師の判断で電話やオンラインによる医療の相

談、受診ができるようになったこともあって、これまで以上にオンライン診療についての認

識も進んでおり、一層注目されることが予測されます。 

 現在、佐賀県の医療は第７次佐賀県保健医療計画、平成30年度から令和５年度に基づき実

施されておりますけれども、現状、計画の中ではオンライン診療については示されておりま

せん。現行計画の経過を考えれば、令和５年度中には新たな計画が示されると考えられます。

オンライン診療の普及促進については、この県の計画の動向を注視しながら検討したいと考

えています。 

 次に、訪問診療は、私も委員として出席する佐賀県が事務局の医療機関や行政等の関係者

の会議でも議題として取り上げられておりまして、市内においても複数の機関が対応されて

います。施設、在宅の診療が実施されておりまして、かかりつけの患者を対象に月１回から

２回程度の診療が実施されているようです。 

 先ほど御説明しました第７次佐賀県保健医療計画では、在宅医療の中で訪問診療について
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示されています。これは人口10万人当たりで訪問診療を実施している医療機関は、県内の二

次医療圏管内で全国平均を上回っておりまして、在宅医療の提供体制は一定程度確保されて

いるとされています。在宅の診療についても県計画の動向を注視していくように考えていま

す。 

 これらのことから、オンライン診療、訪問診療は、独り暮らしの高齢者の方や中心市街地

から外れた地域の方々の診療体制として、市内、市外が連携した取組として鹿島市としても

重要な課題として対応の必要があるというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 詳しく答弁をしていただきました。 

 最後になりますが、今のコロナ禍や、さらには物価高騰や燃料高騰、少子高齢化など、か

つてない課題に直面し、生活や働き方も多様化しています。このように変わりゆく地域社会

で、人生100年時代に向け安心と活力を見出していくことが、これからますます大切になる

と思っています。私自身、これからも互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる社会を目指

し、市民の皆様の声に寄り添いながら頑張ってまいります。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田一美君） 

 以上で６番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。11時25分から再開します。 

午前11時14分 休憩 

午前11時25分 再開 

○議長（田一美君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 皆さんこんにちは。３番議員の笠継健吾です。通告に従い質問をいたします。 

 初めに、私は昨年の春に市民の負託を得て議員となりました。そして、あっという間の１

年で、ここの議場におります。その間、御指導いただきました皆さんに大変厚く感謝申し上

げます。 

 それでは、質問をする前に２点ほど１年間で感じたことをお話ししたいと思います。 

 私は議員になる前は、市役所の皆さんは公務員で非常にゆとりのある仕事をなさっている

のだろうというふうに思っておりました。しかし、この１年間皆さんと触れ合っているとき
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に、少数精鋭で一生懸命それぞれの分野で頑張っているなというのが素直な感想でございま

す。それは、今年１月の佐賀新聞に住み続けたい街アンケートで佐賀県の中で鹿島市は第３

位という好結果が出ておりました。これは鹿島市の環境と、そして、市役所の皆さんが一生

懸命やっておられるということがこういった結果になっていると思います。今後もこの結果

が第１位となるように、また一生懸命働いていただくことをよろしくお願いいたします。 

 ２点目は、昨年の春から多くの皆さん方と接してまいりましたが、主婦層の方、そして、

現役の働いておられる方、高齢者の方々が鹿島の将来についてどうなるのでしょうかと、そ

の将来をいいものとして感じることがあまりできないというふうな話を多く聞きました。そ

れは私もこの１年間でそういった感じを少し感じていた次第でございます。そういった中で、

そのことがどういうことかと考えてみましたときに、将来、鹿島を成長させていくような取

組、これが若干不足しているのじゃないだろうかというふうなことを思いました。それは、

自分の力で自分の懐をよくしていくという取組そのものを少し頑張っていかなければいけな

いのではないだろうかというふうに思った次第でございます。 

 それでは、質問に入りたいと思いますが、県立大学の設置につきましては、山口県知事が

昨年12月の知事選で公約に掲げられ、２月の県議会では、令和９年度には開学したい、設置

する場所については早めに決定していきたいと言われております。鹿島市では松尾市長がい

ち早く手を挙げられ、また、２月には設置の正式な要望書を県に提出されました。そのこと

につきましては、鹿島の人口減少率が県内で一番高い。それは４月になると多くの若者が大

学進学や就職で鹿島を離れているということで、その要望書に訴えられています。そのよう

な表明、要望をいち早くなされたことに感謝申し上げる次第でございます。 

 それでは、松尾市長の県立大学誘致に対する考え、意欲を再度聞かせていただきたいと思

います。 

 ほかは一問一答で質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 執行部の答弁を求めます。松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 笠継議員の質問にお答えいたします。 

 冒頭、鹿島の行政の頑張りということを評価していただきました。本当にありがとうござ

います。一丸となって今後頑張っていきたいというふうに思います。 

 それともう一点が、鹿島の将来に明るさを感じることができないということを言われる方

もおられるということです。我々も第七次の総合計画の中で「みんなが住みやすく、暮らし

やすいまち」ということで掲げておりまして、一方、市外の人から見れば、鹿島はいいとこ

ろですよねというような評価もいただいておりますので、先ほどありましたように、自分た

ちの力でこの鹿島を盛り上げていく、そういう動きをしなければいけないと思っております
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ので、議員の御意見を承りながら今後対応していきたいというふうに思います。 

 １番目の質問の県立大学、このことについて質問をいただきました。昨日の福井議員の冒

頭の質問でもこの県立大学校のことが質問されて、今までの動き等々について答弁をしたと

ころです。さっきおっしゃったように、県内の４年制大学は２校しかなくて、他の県とする

と少ないという一つの大きな要因があって、県外に出ていく人が非常に多いと。このことを

懸念されて、今後の佐賀県内、ひいてはこの鹿島のいろんな中核となる人材が不足していく

んじゃないかと、そういう危機感を基に、ぜひ県立大学をつくりたいという話ではなかった

かと思います。 

 今、２月の県議会のほうで基本構想についての話があって、それが可決をされました。い

よいよこの内容について、県のほうでどういう大学をつくるかという基本構想が今から考え

が進められていきます。さっきおっしゃったように、県内のいろんな市町からぜひうちにと

いう話があっております。鹿島も手を挙げて県のほうに要望書を持っていきました。そうい

う中で、その県立大学校という話と、もう一つは、広く教育の場を県内のエリアに広げる、

サテライト教室というような考え方を持っている。それと、高等専門学校、高専も今後考え

ていきたいというような話も、いろいろまだそこら辺の情報が固まっていません。そういう

情報を的確に収集しながら、じゃ、鹿島でどういうふうな受入れ体制ができるのか、そこを

今から、ゆっくりとは考えられません。やはり時間を置かないで考えていきたいというふう

に思っておりますし、１つは、鹿島市で候補地と示せるような場所を考えておかなければな

らないと思いますので、それは我々のほうでこれから早急に対応していきたいと思います。 

 もう一つは、やはり県との関係性です。いろんな話をするときに、県との関係性を十分

持っておかなければいけないということで、そこも一つのポイントになってくると思います。

鹿島市もそういうことで県との関係性をより強めて、いろんな情報を交換できるように努め

ていきたいというふうに思っております。鹿島市にとって、以前も申しましたけど、軟らか

いものから硬いものまで、いろんなものづくりのまちとして、あるいは文化、教育のまちと

して今まで栄えてきましたので、そういう視点で皆さん方の要望もぜひということですので、

なるべく皆さんの要望に沿うような形で我々市としても取り組んでいきたいというふうに思

います。よろしくお願いします。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 大変ありがとうございました。松尾市長の意欲度を聞かせていただき、大変安心をいたし

ました。 

 その大学誘致の件については、１日目、福井議員が今考えられることについて質問をされ、

そのことについては答えていただきました。また、松尾市長より詳細についてはまだ県より
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示されていないこともあり、鹿島市としては、どう細部を検討するかはそれからだというこ

とを言われ、そのことは分かりました。 

 県立大学設置については、鹿島市にとってこの上のないことであり、実現した場合には鹿

島は大きく活気がある市へと変化していくことと思われます。今苦心しているＪＲのダイヤ

の改善、他県からの大学のスポーツ合宿による活性化も県立大学生に十分に果たしてもらえ

ます。ほか、小・中・高校生への影響、商店街の活性化など、鹿島市全体への活気は計り知

れません。どうぞ鹿島への設置が実現いたしますように強く希望する次第でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは次に、質問をいたします。 

 新工業団地の取組がどうなっているか、進捗状況をお伺いいたします。よろしくお願いし

ます。 

○議長（田一美君） 

 山﨑産業部長。 

○産業部長（山﨑公和君） 

 お答えいたします。 

 お尋ねの新工場団地の進捗状況についてということでございます。 

 これまでも今年度の議会の中で何回かお答えをしてきているところではございますけれど

も、新工場団地につきましては、今現在の大村方工場団地、それから、谷田工場団地が既に

分譲が終わって余地がないということで、新しい工場団地について整理をどうするかという

ことを今まで検討を重ねてきたところでございます。 

 今現在は作業としては、新しい工場団地の候補地ということで３か所を今候補地として定

めている状況でございまして、今後につきましては、これまではそこの次の段階を、昨今の

コロナの状況だったりとか、いろいろな経済状況を含めて世界情勢が若干見通せないところ

があるということで、しばらく作業としては滞っているところがございました。ただ、やは

り鹿島市にとって新しい工場団地は、経済的なところと、それから、雇用とか人口定着、そ

ういったところに関して非常に重要な要素であるということで、松尾市長のほうからも早急

に作業を進めるようにということで指示を受けているところでございます。それを受けて、

今その３か所の候補地について具体的にどこを第１の用地として定めていくかという検討を

進めている中で、それに対して様々な法的な規制とか、そういったところですね、農業振興

地域、それから、都市計画の用途区域、そういった制約と、それから、実際それを進めるに

当たって、いろいろな企業の誘致のところもある程度情報を一緒に進めなければいけないと

いうことで、事務的なところで今、県のほうとかにも相談をしながら、具体的に候補地の選

定、それから、今後の整備に向けての手続について事務的な準備を進めている段階でござい

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 このことは鹿島の将来の成長を考える重大な取組の一つでございます。よろしくお願いし

たいと思います。 

 参考のために、現在の工業団地を造成するに当たり要した期間、用地取得、造成、分譲終

了まで開始時期と終了時期、また、要した費用、現在の雇用人数を教えてください。 

○議長（田一美君） 

 山﨑産業部長。 

○産業部長（山﨑公和君） 

 お答えをいたします。 

 今現在の工場団地の情報ということで、まず、大村方工場団地のほうからお答えをいたし

ます。 

 こちらのほうが用地の面積が13ヘクタール、分譲も同じく13ヘクタールという状況でござ

いまして、用地の買収にかかりました期間につきましては昭和59年から平成３年までの７年

間、それから、造成工事につきましては昭和61年から平成４年までの７年間、分譲の期間と

しましては昭和61年から平成11年までの15年間を要しております。総事業費としましては約

19億円で、こちらのほうでの今の雇用、就労者数ということで約600人という状況でござい

ます。 

 それから、谷田工場団地のほうをお答えいたします。 

 用地の買収の期間としましては平成２年から平成10年までの９年間、それから、造成工事

の期間としましては平成３年から平成４年までの２年間、それから、分譲の期間としまして

は平成４年から平成30年まで25年間を要しております。それから、総事業費につきましては、

約20億円となっております。就労されている人数としましては、約380人ということであり

ます。それから、すみません、谷田工場団地のほうの面積ですけれども、用地の面積は全部

で21ヘクタール、分譲面積としましては13ヘクタールということでなっております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 ありがとうございます。大村方工場団地の分譲終わりが平成11年ですね、そして、谷田工

場団地の分譲終わりが平成30年ですね。平成30年から今、５年たっていますね、最終的に。

大村方からは相当たっているということで、雇用者数は両方合わせて980人ということでご
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ざいます。 

 それで、大村方からは相当の時間がたっておって、その中で谷田工場団地ができたという

ことで、最終的に平成30年で分譲が終了でありますが、ここは１社が遅くなったので30年に

なったというところですよね。ということを考えれば、１社が、分譲地が１つだけ残ってお

る状態で、この間ずっとそういった取組がなされていないということは、やはり将来に向け

た企業誘致をどうするかという考えが少し取組姿勢ということで甘かったんじゃないかと。

それが先々の、将来どこが来るよとか、そういったことが見えないということを市民の皆様

が私にぼつぼつ言われてきていることだろうというふうに推測をされます。ただ、この中に

はコロナ禍というのが非常に影響して取組が遅くなったのは理解できます。ただ、それは過

去であり、今後どうするかというのが大事です。 

 そういう中で、１つだけ９月の議会で財源、例えば、19億円とか20億円、大村方19億円、

谷田工場団地20億円というような大きなお金が要ります。そういった中で、例えば、資金的

なものを考えていかなければいけない、それはそうと思います。ただ、用地取得にかかった

費用、造成にかかった費用というものは、来ていただいた企業さんからいわゆる分譲地の取

得費用としていただくことで軽減があるんではないでしょうか。そこら辺を教えてもらって

いいですか。 

○議長（田一美君） 

 山﨑産業部長。 

○産業部長（山﨑公和君） 

 お答えいたします。 

 工場団地を整備するのにかかる費用、それを分譲して、企業が購入をされる費用とか、そ

ういった中での収支の関係のお話だと思います。 

 谷田工場団地のほうを例として申し上げますと、実際かかった費用、それから、分譲した

費用で単純に比較をすれば、収支でいけば８億円のマイナスが生じている状況ではございま

すけれども、ここは当然、用地の単価の設定のところの関係も出てくるんですけれども、基

本的には造成をして分譲するというところの、民間の考えでいけば、そこに当然経営として

ちゃんと成り立つような計算の下、単価設定はされるわけですけれども、工場団地に限って

は一般的にやはり誘致というところを考えておりますので、企業のほうが入っていただかな

ければいけませんので、そこに近隣というか、ほかの市町との関係の中で適正価格というと

ころを設定していくということになってくると思います。 

 この中で、今現在でいけばなかなか整備に要した費用をその分で賄える状態というのはな

かなか厳しいかと思いますけれども、ただ、このマイナス分につきましても、企業誘致、

入っていただいた中で、工場が実際入っていただいた後の雇用だったり、雇用の創出、それ

から、経済波及効果とか税収、そういったところがその後ずっと生じてきますので、結果的
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にはその分を含めれば収支としては長期的に見れば賄えると考えておりますけれども、ただ

一方で、整備をした後になかなか分譲、企業のほうの誘致が相調わない場合は、その分につ

いて償還利子等が膨らんでしまうというふうなところも考慮をしなければいけないと考えて

おります。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 費用の面については、全額来ようとは思っていません。企業さんに来ていただくためにつ

くって、そして、来ていただいたということはありがたいと、そういう中で、先ほど大村方

で19億円費用があったが、８億円が残っているというようなことですよね。半分以下が残っ

ている。これについては、企業さんがずっと成長をしていかれる、そういった中で、我々で

いう自主財源、これが多分相当、40社ぐらいあるんですか。大村方で20社ぐらいありますね。

それで、そういった税収を考えれば、この費用の差額というのは将来十分取れる。そして、

この雇用者全体900人、相当なものです。この方たちのそれぞれの家庭、そうしたもろもろ

を考えれば相当な貢献度があると思いますので、今後の取組については、しっかりやってい

ただきたいと思います。 

 人口減少率県一、雇用の拡大は図れません。人口減少の中、その上に若い人の転出が多い。

若い人たちは悩んでいます。帰ってきて働きたい人たちも定年後しか戻れません。何もしな

ければ、こういったところの将来の発展が望めませんので、新工業団地のことについては一

刻も早く取り組み、企業誘致、これはなかなか大変なことだと思いますが、ここが努力の部

分。これをしていくべきであり、それは今の我々が若い人たちのためにやらなければならな

いということだと思います。そこに市民が見えないと言ってくる明るい未来が見えてくると

思います。今の執行部の皆さんに、このことを鹿島市の将来にとってどれだけ大事なものか

と考えていただき、すぐに行動に移していただきたいと思います。よろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは次に、ＪＲ肥前鹿島駅前整備について質問をいたします。 

 各工事の予定について、時期的な予定が分かれば教えてください。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 まだ各工事の具体的な着工時期と竣工時期は決まっていません。現在、県が駅舎やロータ

リー、駅前広場などを含めた肥前鹿島駅周辺エリア全体のエリアプロデュースに着手してお

り、令和５年８月末頃までには完成する予定となっております。その後、令和５年度から６
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年度にかけまして実施設計や都市計画決定などの諸手続を行い、速やかに駅舎などの整備に

着手する予定となっております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 今のところ時期的なものについては未定である。ただ、今年度、駅舎については最初にや

るというようなところでいいですかね。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 現在、県のほうはエリアプロデュースに着手しておりまして、その中でどういった建物、

施設を建設していくかというのが決まって、その中でどの施設から先に着手するかというの

が決まってくるという形になってまいりますので、比較的新駅舎のほうは早い着手だとは思

われるのですけれども、まだ県から正式なアナウンスがあっておりませんので、そこら辺に

ついてはまだ正式にお答えすることができないところです。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 そしたら、県にやっていただくことですが、まず最初のスタートの時期もまだよく分から

ないということでいいですか。例えば、今年の秋ぐらいからとか、そういったものも決まっ

ていないですね。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 今回の駅周辺整備に関しましては、都市計画決定の変更などの諸手続がございますので、

令和５年度から６年度にかけましてその諸手続を終わらせて、それが終わり次第、速やかに

着工、または着手につなげていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 
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○３番（笠継健吾君） 

 分かりました。５年度から６年度において計画がなされ、その後ということで、５年度に

は始まらないだろうというふうな感じですね。分かりました。 

 駅前周辺整備については、私も昨年４月から、途中からでしたが、協議の中に入り、県が

駅舎とロータリーについては支援を表明していただいており、その中で市が取り組む事項に

ついては議論が詳細になされてまいりました。県に取り組んでいただく新駅舎、ロータリー

がありますが、新駅舎の構想については、現駅舎の外観は今の駅舎の新設当時の状況に大方

復原されて、その内部については利用されたところであると思っています。そして、その現

駅舎の復原されたものも見せていただきました。そして、別に新駅舎を県にて新設していた

だくところですが、山口県知事におかれましては非常に鹿島の今の状況を親身になって考え

ていただいており、駅前の周辺整備については鹿島のみんなが喜ぶようにぜひしていきたい

と言っていただいておりますので、大変ありがたく、市民にも伝えているところでございま

す。 

 その中で、市民の声として、この駅舎については駅前広場の目でもあるので、ぜひみんな

が喜ぶような造りにしていただきたいというふうなことを多々聞きます。新駅舎についての

市民の声を聞くというところはどうされるのか、お伺いをいたします。 

○議長（田一美君） 

 午前中はこれにて休憩します。答弁は午後からお願いいたします。 

 なお、午後の会議は午後１時から再開します。 

午前11時59分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（田一美君） 

 午前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 午前中の３番議員の質問に対する執行部の答弁を求めます。橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 新駅舎は県の事業区分です。今、市の事業区分まで含めて、現在、県がエリアプロデュー

スを行っていますが、その目標は次の３点です。 

 一つ、鹿島、太良の魅力を世界に発信する空間、一つ、みんなが集って憩えるエリア、一

つ、地域をつなぐ公共交通を軸とした周遊の発着点、以上の３点でございます。 

 県がつくる新駅舎の基本設計は、市が作成しました全体構想、基本計画の思いを引き継い

でつくられますし、全体構想時に行いました市民アンケートの結果も県にお伝えをしており

ます。ここからは市民から出た様々な意見の中から絞り込んでいく作業になります。 

 県からエリアプロデュースの内容が公表されましたら、市のほうも周知に努めまして、引



- 224 – 

鹿島市議会会議録 

き続き様々な場面で事業への市民の参加を促していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 ありがとうございます。駅舎につきましては、その駅前広場の中でも非常に目となるとこ

ろで、ここがどういった外観であるかによって駅前広場そのものの魅力度が全然変わってく

ると思われます。そういった中で、市の全体構想の中で市民にそのこともアンケートを取ら

れているというふうなことでございます。そのことを伝えているということですが、その駅

舎の外観について県から何か言ってきていることはありますか。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 現段階では公表するような駅の外観の話というのはございません。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 鹿島の担当課におかれては、その外観というものは非常に影響を与えるものだと、つくれ

ばずっとそのまま。だから、できる前にそういったことを知っておくというようなことは、

鹿島の目として大変大事なことだろうと思います。現駅舎がつくられた当時の外観でつくら

れてきたというときに、そのことは、新駅舎ができるから、またそれに期待をしていくと、

非常にその期待度というものは大きいものがございます。その中で、県の担当課の皆さんと

皆さんが接する中でそういった声が上がっていると。そして、どういったものをつくられる

のかというものを前々に教えてもらう。そして、そのところでもう一遍アンケートを取る、

そういったことがいいんじゃないだろうかと私は思います。 

 ただ、県知事におかれましては非常にいろんなことを考えておられますので、あまり強い

ことは言えないなというふうなことは分かっておりますので、大変ありがたいことですけど、

やはりそういった景観をアンケートを取って希望を出していたときに、そこをどうするよと

いうふうなことを教えてもらえないかということを言っていただけますか。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 
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 お答えいたします。 

 もちろん今回のエリアプロデュース及び駅舎、駅周辺の基本設計というのは県と市がお互

いに協力をしながらやっているものでございますので、議論のテーブルには既に市のほうも

参画いたしまして、いろんな話をさせていただいている。駅舎のデザインを含めてというと

ころでお考えください。ただし、県が公表しますエリアプロデュースが公表になります前ま

では、こちらのほうから駅舎のデザインが今こういうふうになっていますとかいう公表をす

ることはないということになります。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 希望しているものが来るものと思います。ただ、それはできれば、それでそのままいきま

すので、ぜひ前々にデザインの計画ができたらば教えていただくこと。そして、それはまだ

市民の声があると。そのアンケートを取っていただいた構想の中で県にお伝えしていただい

た、その後も、駅はどういったものができるんだろうかというような声、明るい駅をつくっ

てくださいよというような子供さんの声があります。したがって、その明るいものじゃない

ものができてきた場合はどうするのか。ただ、それは全体の県、そして市民、そういったも

のが、ああ、これで納得というような、全員が納得するということはできないかもしれませ

んけど、そのように周辺整備の中では大切なものだということを執行部の方には考えていた

だいて、今からの県とのやり取りの中でそういった声が上がっているということを伝えてい

ただきたいと。ただ、県知事が一生懸命されていることも大変ありがたいということを伝え

ていただきたいと思います。 

 それでは次に、森林環境譲与税についてお伺いをいたします。 

 まず、その仕組みの内容を教えていただけますか。お願いします。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 では、森林環境譲与税の仕組み、概要について申し上げます。 

 この森林の整備は、地球温暖化の防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、また、地方

創生や快適な生活環境の創出につながるものでございます。 

 しかし、現在、森林整備を進める際、所有者の経営意欲の低下でありますとか、所有者不

明の森林の増加、また、境界未確定の森林の存在や担い手不足等が大きな問題となっており

ます。こうした課題に対応し、森林資源の適切な管理を推進するため、自然的条件が悪く、

採算ベースに乗らない森林について市町村自らが管理を行う森林経営管理制度というのが創
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設をされまして、その財源として森林環境譲与税が創設をされました。この制度では、新た

に市町村が仲介役となりまして、林業経営に適さない森林などを市が直接経営管理をするこ

ととなりまして、市では森林所有者の方に意向調査を行いまして、個人によらない林業経営

を希望された森林、つまり林業経営を市に任せるというような森林につきまして、経営管理

集積計画というものを策定いたします。その後、経営管理権を設定いたしまして、これに基

づき市は間伐等の造林事業をこれを財源としながら行うということになります。 

 鹿島市においては、対象となります森林が2,322ヘクタールございまして、ここで調査及

び最終的な森林整備を行うこととなっております。この譲与税の賦課徴収につきましては、

令和６年１月１日から施行されることとなっておりまして、個人住民税の均等割課税者に対

し、年額１千円が賦課されまして、住民税に上乗せする形で国税として徴収されることと

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 ６年１月１日から住民に対して１千円を徴収されるということでございますが、この１千

円の住民税に上乗せして取るというところのことを知りたいんですが、これは例えば何人か

いらっしゃって、取らない人、取る人の区別はどういうふうになるか、教えてもらっていい

ですか。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 お答えをいたします。 

 この１千円の税額上乗せされる方は、個人住民税の均等割額が課税される方に上乗せがさ

れます。これは住民税課税されない方については１千円の上乗せはないということになって

おります。今現在、鹿島市で課税対象となっている方が約１万4,000人ほどになるというふ

うに想定をいたしております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 徴収されない方が１万4,000人ということは、半分──反対か。徴収されるのが１万4,000

人ということですね。この住民税が取られる方ということは、所得があって税金を納めてお

られる方という考え方でいいんですか。そういうことですね。そしたら、所得があっても税
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金を取られない方は払わないでいいということでいいですね。 

 そういうことで、１万4,000人の方が取られると。鹿島は２万8,000人ぐらいですけど、こ

れは子供さんもいらっしゃるので、大方、所得税を払っておられる方が１万4,000人ぐらい

で、取られるということであります。 

 このことで徴収期間は決まっているのか。それが入ってきますけど、そしたら、金額は１

万4,000人の１千円ということか。金額は年間どれぐらい入ってきますか、また、その期間

はいつまでとか決まっているのか、教えてください。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 お答えをいたします。 

 この森林環境譲与税の賦課につきましては、時限的ではなく、恒久的な制度とされており

まして、何年から何年までで終わるというようなものでは現在のところございません。 

 鹿島市に譲与される額ですけれども、これは譲与基準というのがございまして、市の人口

でありますとか、私有林の面積、あと林業の就業者数、これらによる案分によって譲与され

るものでございまして、大まかにいえば森林面積が大きい自治体ほど多く譲与される仕組み

となっております。 

 この制度施行に先駆けて既に令和元年から各自治体に徐々に譲与が始まっておりまして、

譲与が始まりました令和元年度が鹿島市に4,700千円、令和２年と３年がそれぞれ約10,000

千円、今年度につきましては13,000千円が譲与されたところでございます。正式に制度開始

となります令和６年度からは約16,000千円が譲与されるものというふうに見込んでおります。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 分かりました。 

 それでは、実施先の選定の仕方、取組方、これがどうなるのか。個人との話合いなのかど

うなのか、所有者ですね。また、今、多くは保安林になっているところ、個人か保安林とい

う制度に、そういったところにしてくださいといって保安林になっているところも対象にな

りますか。選定の仕方を教えてください。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 お答えをいたします。 

 実施先の選定につきましては、まずは令和元年度から既に森林所有者の方に今後の経営管
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理についての意向調査というのを実施いたしております。これによりまして、その先の管理

協定などが調った地区から現場に入っていくことといたしておりますが、これらの優先順位

のつけ方といたしましては、所有者１人の方の森林面積が大きくて、ある程度まとまった形

での集積、集約が行いやすい地区から優先的に行っていくことといたしておりまして、具体

的には来年度から浅浦区のほうで約30ヘクタールでの間伐を行う予定といたしております。 

 また、保安林の御質問ですけれども、保安林のほうもこの森林整備の対象というふうに

なってございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 選定の仕方については、所有者に対する意向調査をやるということですよね。ただ、その

意向調査はどういったところで、所有者はたくさんいらっしゃるはずと思います。それで、

その意向調査の対象先、例えば、今言われた大きな面積の山林を持っておられる方個人に

真っすぐ全部行くんですか。どうですかね。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 この意向調査につきましては、市のほうで全て行っております。この対象になりますのが、

全ての森林所有者個人の方となっております。ただ、これは令和元年から、今年度はどこ、

今年度はどこというように決めて計画的に調査をやっておりまして、最終的には全ての個人

の森林所有者の方の意向を調査して造林事業に進めていくという予定でございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 この森林の整備ができない方というのは相当いらっしゃると思いますので、そこら辺の選

定の仕方ですね、それは全部をやるということはできないと思いますので、そこはきちんと

意向調査をするときに、いろんなことが起きないように、エリアを決めるとか、そういった

ことをやって、納得してやっていただくということをよろしくお願いをいたします。 

 鹿島市においては森林が多く、現在では所有者の高齢化や不在により手入れ不足の人工林

がほとんどであります。経済ベースで成り立たず放置され、また、豪雨等で損傷した林道も

放置されている状況であります。そして、鹿島の一番魅力のところでございます美しいはず

である山々は今ごわごわした景観であります。また、麓の道路までもかぶさってきている状
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況でございます。 

 国は令和元年度より県、市町に森林環境譲与税を譲与し、来年度から住民税に上乗せする

形で１人１千円を徴収されるということであります。このお金が有効に活用され、鹿島市の

森林と景観がさらによくなるように、執行部の皆さんにはどうぞよろしくお願いをいたした

いと思います。 

 これで通告の質問は終わりましたが、その通告の中で工業団地の件でお伺いをいたしまし

たが、その中で、現在の工業団地の雇用の人数は900人、1,000人弱、1,000人ぐらいという

ふうに言っていいと思いますが、雇用がございます。また、ここの税収についてはどうかと

思っておりましたが、税収について分かっているところがあれば教えてください。 

○議長（田一美君） 

 山﨑産業部長。 

○産業部長（山﨑公和君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど説明をしました中で、２つの工場団地についてお話をしましたけれども、その中で、

それに関して税収として市のほうに入ってくる情報ということで、今、私のほうで分かる分

についてお答えをしたいと思います。 

 谷田工場団地のほうが、先ほど説明しましたように、分譲が平成４年から平成30年にかけ

て行われておりますけれども、この間、４社の企業のほうの入植というか、立地があってお

ります。今現在の就労者数は約380人ということですけれども、平成４年から平成30年まで

の段階的に企業が入った中で、平成４年から平成30年までの企業が立地したときに係るそれ

ぞれの固定資産税、それから、事業に係る法人市民税、それから、雇用者の住民税等を累積、

平成４年から平成30年までの期間のトータルで、平成30年の時点で一度資料を整理しており

ます。その時点で全体の金額として約10億円の税収ということでですね、平成４年から平成

30年までの全ての累積額で約10億円の税収があっているということで情報をお伝えします。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 工業団地に今現在来ていただいている企業さんにつきましては、鹿島市財政の中で非常に

税収も大きなものがございます。そして、雇用の貢献度も非常に大きいものがございます。

こういった工業団地がなければ、こういったものもやはり望めないものでございます。分譲

地がなくなったところであれば、また、さらなる鹿島の将来を考えて、そして、若い人たち

のためも考えて、今、我々がきちんと若い人たちのためにやっていかなければならないとい

うことでございます。今聞いたところ、非常に税収もある、雇用もあるということですから、

ぜひ新工場団地については取組をしっかりやっていただきたいと思います。 



- 230 – 

鹿島市議会会議録 

 最後に、本日の質問を総括いたしますが、鹿島を成長させていくという取組、これが市民

の皆さんが将来明るく、将来がちょっと見えてきたなというふうな取組でございます。そう

いうことで、市民が希望を持つことができるように今の執行部の皆様でしっかり頑張ってい

ただきますようよろしくお願いをいたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

○議長（田一美君） 

 以上で３番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。午後１時40分から再開します。 

午後１時27分 休憩 

午後１時40分 再開 

○議長（田一美君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、４番中村日出代議員。 

 ここで申し上げます。中村日出代議員の一般質問で議場モニター映像の使用を許可します。 

○４番（中村日出代君） 

 こんにちは。４番議員の中村日出代です。よろしくお願いいたします。 

 桜咲く気持ちいい季節となってきました。 

 それでは、気持ちよく質問に入ります。 

 質問は、１、給食センターの改修について、２、空き家の存する敷地に係る固定資産税等

の措置について、３、令和４年度鹿島市沿岸有明海海洋環境影響調査事業について質問いた

します。 

 最初に、１の給食センターの改修について質問いたします。 

 学校給食については学校給食法があります。その学校給食法を紹介したいと思います。 

 学校給食法には、第１条にこの法律の目的が規定されております。その内容は、「学校給

食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食

の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする」とあります。その次に、

学校給食の目標７項目を挙げますが、その中で、１、「食生活が自然の恩恵の上に成り立つ

ものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄

与する態度を養うこと」、次に、「食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられてい

ることについての理解を深め」と学校給食の重要性が示されています。この２項目の目標達

成に向けた教育委員会の取組について答弁をお願いいたします。 

 また、同センターが建築から何年経過しているかも教えてください。 

 残りの質問については、この後行います。 

○議長（田一美君） 
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 執行部の答弁を求めます。江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 御質問の目標２点につきましては、子供たちへの食育が大きなテーマになっていると思い

ますので、そのことを中心にお答えいたします。 

 鹿島市では、学級担任の先生や栄養の教諭先生、この方々を中心に食育を進めますととも

に、家庭や地域との連携により、発達段階に応じた食育を推進することとしているところで

ございます。その中で、食べ物を育む環境に対する理解を深め、食材の生産等に関わる人々

への感謝する心を持つことができるように、地域の方々の協力を得て自分たちで米作りを

行ったり、鹿島の特産品であるノリ作りについて調べるといった学習を行うほか、給食セン

ターでは、毎月「給食だより」を子供たちと保護者向けに発行いたしまして、鹿島産の食材

を使った鹿島うまかばい給食、それから、全国の郷土料理を紹介する日本の味めぐり、子供

たちから募集した我が家のお勧め料理を給食のメニューとして取り入れていることなど、１

か月の献立とともにお知らせをしております。また、紙面の中では生産者の思いを紹介した

り、子供たちの感想を掲載するなどにも取り組んでおります。 

 このように、学校給食に行事食や郷土料理などを取り入れることによりまして、子供たち

に食文化に対する理解を深めてもらう工夫を行いながら、学校給食法に示される目標の達成

に向けた取組を計画的に進めているところです。 

 申し訳ありません。給食センターの建築年ですけれども、主な調理場棟としましては、古

い建物のほうが昭和55年建築、それから昭和61年建築、この２つが主な建物となっておりま

して、平成20年に食材の鮮度等の確認を行う検収棟を増築しております。それから、食物ア

レルギー対策棟として平成30年に増築した部分もございます。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 今答弁の中で、食べ物を育む環境に対する理解を深め、食材の生産等に関わる人々へ感謝

する心を持つことができる、この答弁がありましたけど、これも大事なことですよね。これ

をしっかり取組をしていただきたいと思います。 

 それから、建物はかなり古かですよね。昭和55年とか61年ですからね。そのことについて

これから質問をしていきたいと思います。 

 次に、同法の第９条の学校給食衛生管理基準第１項について紹介します。 

 「文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程に

おける衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され
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ることが望ましい基準を定めるものとする」となっております。そして第２項に、「学校給

食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理

に努めるものとする」と定められています。学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛

生管理基準に、学校給食施設の共通事項として、「学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、

食数に適した広さとすること。また、随時施設の点検を行い、その実態の把握に努めるとと

もに、施設の新増築、改築、修理その他の必要な措置を講じること」と規定されています。 

 そこで、この条文で定められている随時施設の点検結果と現在の実態の把握状況を教えて

ください。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 施設の点検ということですけれども、これにつきましては、学校薬剤師の協力のもとに毎

年実施をしておるところでございます。また、調理を委託しているシダックスさんのほうが

毎学期点検を行っていただいております。 

 点検の内容としましては、施設に関する事項、それから、衛生管理に関する事項、食品の

検収、保管に関する事項、調理過程に関する事項、衛生、健康状態に関する事項、衛生管理

体制に関する事項になります。 

 この結果でございますけれども、施設、設備の改善を要する事項として７項目が示されて

おります。 

 １つ目は、調理施設の床がドライシステムになっていないということ、今後の施設の改修

等に合わせてドライシステムとなるように検討してくださいと言われております。これにつ

きましては、建物の構造上の課題もございますので、今後の改修、改築時の対応になるとい

うふうに考えております。 

 ２つ目が、下処理室の床仕上げが剝がれ、排水も不良が見られますので、補修改善を検討

してくださいということです。これにつきましては、令和５年度、新年度の予算で対応を予

定しております。 

 ３つ目に、肉や魚類の下処理後のかすボックス、処理室から調理室へ食品を移動するため

のボックスになるんですけれども、調理室側の取り出し口のほうが職員出入口と共用構造に

なっておりまして、２次汚染を起こすおそれがあるということで、今後改善を検討してくだ

さいと指摘があっております。これにつきましては、１番目のドライシステムの採用がなさ

れていないということと同様に、建物の構造上の課題もございますので、今後の改修、改築

時の対応になると考えております。 

 ４つ目に、給食の搬出入口、ドアのエアカーテンが十分に機能していないため、開放時に
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防虫、小さな虫の侵入を十分に防ぐことができていないということで御指摘いただいていま

す。これにつきましては、異物混入発生原因となるおそれもありますので、搬出入口のビ

ニールカーテンの設置を検討してくださいという指摘をいただいております。これにつきま

しては、今後設置の検討調整をしたいというふうに思っております。 

 ５つ目に、調理場壁の破損箇所の補修及び黒カビ発生箇所の改善をしてください。これに

つきましては、対応は既に済んでいるところでございます。 

 ６つ目に、検収室の防虫対策を検討してください。小さな虫が入りやすい状態になってい

るということですけれども、これにつきましては、対応が済んでいるところです。 

 ７つ目、カット野菜用の冷蔵庫内に水受けを設置することという指摘があってございます

ので、これにつきましては、設置の検討をしたいというふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 １の調理施設の床がドライシステムになっていない、３の食品移動ボックスの調理室側取

り出し口が職員出入口と共用構造となっており、２次汚染のおそれがあるというのは、後で

また改めて質問したいと思います。 

 それで、２の下処理室の床が剝がれて排水不良ということについては、今年度の予算で処

理するということですね。 

 それから、４番目の給食の搬入入り口ドアのカーテンが機能していないということと、７

のカット野菜の冷蔵庫に水受け設置というのは、今後調整したいということですよね。 

 それで、早めに何でも対応してもらいたいと思います。聞いていると、何か黒カビとか破

損していたとか、これは本当によく調査結果をこういうふうにして公表していただいている

と思って、私は教育委員会の姿勢を改めて評価しています。それだけ教育委員会としては、

この給食センターに対して危機感を持っておられると思います。 

 それで次に、１については、文部科学省の調査で、調理施設の床がドライシステムになっ

ていない、ウェットシステム調理場でドライ運用を実施している調理場は82.4％にとどまっ

ているという国の調査結果があります。鹿島市の調査結果を紹介してください。また、

ウェットシステムとドライ運用の説明もお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 
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 調理場のシステムのことでございますけれども、ドライシステムというのは、床に水が落

ちない構造の施設、設備、器具を使用し、床が乾いた状態で作業するシステムのことです。

ウェットシステムというのは、このように床が乾いていない状態のものをウェットシステム

ということになります。ドライ運用ということですけれども、ウェットシステムの調理場に

おきましても、ドライシステムと同様に床を乾かした状態で使うことができる状態のことを

いうんですけれども、このことは床に有機物や水分を落とさないため細菌の繁殖を防止でき

るとともに、床からのはね水による食品の汚染も防止することができます。 

 また、ドライ仕様、ドライ運用というのは、長い前かけや長靴が必要でないため、調理従

事者の体の負担軽減にもつながるとされております。 

 一方、鹿島市のほうですけれども、給食を搬出するまでの過程におきましてはドライ運用

ができております。ただ、調理場の清掃等に関しましてはドライ運用とはなっていない状況

でございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 この調理場の清掃に関してはドライ運用になっていないというのは、ここは重要なところ

なんですか。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど申し上げましたように、ドライになっておれば、床からはねた水、そういうものに

対する食品の汚染も防止することができますけれども、今の状況としましては、給食を作っ

て搬出するまではできているんですけれども、戻ってきた食缶を洗ったり、給食が終わった

後の床を清掃することに対しては水をどうしても使ってしまうということで、次の日の例え

ば給食を作ることに対する食中毒の可能性が全くないということは言えないので、重要かと

思っています。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、先ほど言いました82.何％の、十何％の施設が整っていないところに鹿島は入

るんですかね。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 
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○教育次長（江頭憲和君） 

 御質問のとおりでございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、３の食品移動ボックスの調理室側取り出し口が職員出入口と共用構造となって

おり、２次汚染のおそれがあるという指摘があっております。この件については同じように、

文部科学省から調理場の汚染作業区域と非汚染作業区域が区別されているかの調査がありま

した。全国では88.5％が区別されています。鹿島市の調査結果と、先ほどと同じように、汚

染作業区域と非汚染作業区域の説明もお願いします。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 給食センターの中ではこの作業区域の分類がございまして、汚染作業区域というものの中

には検収室、原材料の鮮度などを確認するところ、食品の保管室、下処理室、返却された食

器、食缶を搬入し洗浄するところ辺りが汚染作業区域ということになります。非汚染作業区

域というのは、調理室、配膳室、食品、食缶の搬入場、それから、洗浄室などになってござ

います。 

 鹿島市のほうでも基本的には区分はできているところでございますけれども、全てが部屋

単位、壁のほうで仕切りができている状況ではございません。先ほど御質問にありました下

処理室から調理室への食品移動ボックスの取り出し口のほうが職員の出入口と共用構造に

なっているということでございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、部屋単位でできていないということは、１つの部屋で作業を行っているという

ことですかね。そうではない。 

 それでは、八十何％ですけど、これも十何％のうちに入るんですか。ということは、あま

りよろしくないということですよね、給食センターの状況はですね。 

 それでは次に、今指摘しましたことについて、構造上のこともあり、今後の改修、改築と

したいとの答弁がありました。この２点については文部科学省でも重要ということで全国の

調査が行われたと思います。この２点については早急に対応してもらいたいと思いますが、

構造上のこともありとの答弁の説明と、今後の施設整備の改善をどのようにしていくかの答
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弁をお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 御質問といいますか、御指摘いただいておりますように、完全にドライシステムというこ

とでの運用がなっていないということで、その構造上の制限もございますので、部分的な改

修をするとなれば非常に効率的ではございませんし、また、余計に多額の費用がかかるとい

うことも想定されるところでございます。今のところですけれども、改築といいますか、建

て替えを行うまでの間は補修等による延命措置といいますか、そういう措置のほうで運用し

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 ちょっと戻りますけれども、毎年施設の点検を行っているとの答弁でしたけれども、やは

り毎日調理しておられる方の意見をよく聞いていただいて、衛生的な面は早めに対応してい

ただきたいと思います。職員さんからその調理の意見を聞くような機会というのはあるんで

すか。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 調理につきましては、民間の企業さんのほうと委託契約を結んでいるところでございます

ので、そういうところで栄養教諭の方とか、給食センターの中で日々衛生面に関すること、

あるいは職場環境に関することについての御相談はしていただいているというところでござ

います。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 夏場に調理場の空調が効かないというような場所があったですよね。それをちょっと説明

してください。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 
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 調理場の空調についての御質問ですけれども、現在、調理場のほうには６か所のスポット

クーラーの設置がございまして、13個の吹き出し口のほうで空調を整えているところでござ

います。しかしながら、今の現状の建物というのが非常に古いという御指摘をいただいてい

ますけれども、床から天井までも非常に高いということで、うまく空調の制御ができていな

い時期もあるかというふうには思っているところです。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 ここが一番重要なところで、夏場の調理している方々の作業の環境というのは、劣悪とは

言いませんけど、かなり厳しい環境の下で仕事をされていますので、なるだけ早く改修とか、

できれば新しく建て替えてもらいたいと思いますけど。 

 それで、市長にお伺いします。 

 多額の費用がかかることはよく理解できます。しかし、計画的な整備計画は設定すべき

じゃなかったかと思います。今まで計画がなかったことがおかしいのではないかと私は思い

ます。子供たちに安全で安心な給食を提供できる学校給食センターの環境を整備するという

ことは、本当にこれから子供たちのことを考えても大切なことと思いますので、今後どうい

うふうにしていきたいと思っているのか、市長の答弁をお願いします。 

○議長（田一美君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 給食センターの今後の改築とか建て替えのことについて質問されました。実は昨年、私市

長に就任して、ちょうど夏休み期間でしたか、給食センターのほうをちょっと見に行きまし

た。さっきおっしゃったように、ドライ仕様、ウェット仕様、そこの部分とか、スポット

クーラー、中のほうを見て回って、何か所か上のほうから下げて置いてありまして、今の状

況ではなかなか調理員さんも大変なんですというようなことを係のほうから指摘を受けて、

ああ、そうですかということで状況を見てまいりました。やはり確かに老朽化が進んでいま

す。大規模な改修をするのか、新しく建て替えるのか、やはりそこの判断をしなければなり

ませんので、教育委員会にはこの老朽化の進んでいる給食センターの整備計画をどういうふ

うに進めていくのかというのを検討を進めてくださいということで今指示を出しております。

整備計画については、まず教育委員会で検討していただいて、その出された方向性を庁議で

諮って、どうしていくのかというのを決めていきたいというふうに思っております。 

 第七次の鹿島市総合計画、令和３年から７年度、令和５年度が中間年になりますけど、こ

こでも安全で安心な学校給食の提供と給食施設の計画的な整備ということで項目で上げてお

ります。そういうことを考えますと、質問ありましたように、速やかに整備計画の策定に取
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り組んでいかなければいけないというふうに考えておりまして、今後庁内でその検討を進め

ていきたいというふうに思います。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 今の教育委員会の予算ではなかなか単独で造るというのは難しいと思います。だから、全

庁的に協力をしていただいて資金をつくってもらうように、子供たちの安全で安心な給食で

すので、皆さん関係あることですので、全庁で協力して建築できるようにお願いしたいと思

います。 

 それでは次に、２番目の空き家の存する敷地に係る固定資産税等の措置について質問いた

します。 

 空き家の現状について、今年２月に空き家等対策協議会に報告されました。１次調査での

地区別の状況について少し説明します。 

 不良度の判定としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあります。Ａは、管理に特段問題なく、現状のまま

利用可能、Ｂは、管理が行き届いていないが、比較的小規模な修繕で利用可能、Ｃは、倒壊

の可能性はないが、現状のままの利用は困難、このＤというのが一番問題で、Ｄは、倒壊の

可能性があるなど、現状のままの利用は不可能とランクづけをされています。このＤの倒壊

の可能性がある、現状のままの利用不可能は、鹿島市で９件ですね、北鹿島で11件、いろい

ろありますけれども、ちょっと抜き出して話しますと、鹿島９件、北鹿島11件ですね。この

Ｄランクの倒壊の可能性があるなど、現状のままの利用は不可能について質問します。 

 倒壊の可能性があるなど、現状のままの利用は不可能と説明されていますが、倒壊の可能

性と利用不可能には解釈に違いがあるように思いますが、説明してください。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 現状のまま利用は不可能が主たる意味で、現状のままの利用が不可能な理由の代表的なも

のとして、倒壊の可能性があるというものがありますと紹介しているものと解釈をお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、危険な特定空家の解体方法には２つの方法があります。まず、第１番目に行政
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代執行ですね。２番目に略式代執行です。１番の行政代執行は、行政が行う強制執行です。

行政代執行を行うまでに相当な期間を定めて所有者に履行を勧告して、期限が来ても履行さ

れない場合には行政代執行となり、解体されます。２の略式代執行は、空き家の所有者が特

定されていないが、早く解体を行わなければ住民に被害が起こる可能性があるものに執行い

たします。 

 次に、鹿島市空き家等の適正管理及び活用の促進に関する条例の第10条に緊急安全措置が

規定されています。緊急安全措置とは、市長は、空き家等の状態に起因して市民等の生命、

身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必

要な最小限度の措置を講じることができると規定されています。緊急安全措置による対応は

一定の手続を経ることなく執行可能できる規定です。しかし、必要最小限度の緊急安全措置

に限られると規定されています。 

 事例を紹介しますと、全国的な事例を見てみました。剝げ落ちた屋根材等の撤去、移動、

飛散のおそれがある屋根材の打ちつけ、撤去等がありました。 

 そこで、緊急安全措置の対応が必要な特定空家は鹿島市に何件あるのか、教えてください。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 空き家の中で、何らかの理由で老朽化が急速に進み、住民から区長を通じてその危険性に

ついて市に相談が寄せられ、緊急対応が必要と市が判断した場合、緊急安全措置を実施する

という、このような段階を踏んでまいります。 

 令和４年度までに緊急安全措置を３件実施し、うち１件は解体されましたので、緊急安全

措置を実施中の空き家は２件となります。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 解体された空き家が１件あるというのは初めて聞きましたけれども、そういうふうな緊急

安全措置も済んでいるということで大変いいことだと思います。 

 それで、緊急安全措置をしているかどうか分かりませんけれども、市道に面して通学路と

なっている危険な特定空家があります。縄張りがあったり、セーフティーコーンをしてあり

ますけど、これは緊急安全措置をしているということですか。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 
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○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 ２件のうち１件は通学路に面しておりますので、子供たちが屋根の下に入ったりしないよ

うにセーフティーコーンを立てたり、もう一件は、柵とかが台風のときとかに飛ばないよう

に、ネットがけだったかな、それをしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 その緊急安全措置をしているセーフティーコーンのあるところですね、これは今の段階で

はどこら辺までいっているんですかね、タイミング的には。この特定空家、助言又は勧告、

命令とありますね。今そこの危ないところは、段階的にはどこら辺までいっているんですか

ね。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 今、議員が御指摘いただいた国の空き家法に基づきます行政のいろんな指導とか勧告の前

提条件となります空き家の計画のほうがまだ成立をいたしておりませんので、現時点では任

意の、今後行っていくやり方を想定しながら今作業を行っているところでございますけれど

も、まだ空き家の計画のほうが成立をいたしておりませんので、まだその前段階にも達して

いないという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、最初に言いました題名のことで質問します。 

 空き家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置ということ

で、ここにモニターを見てもらうと分かると思いますけど、 

    〔映像モニターにより質問〕 

 この説明を載せています。説明のところだけちょっと読ませてもらいます。 

 「空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空

家対策を支援する観点から、空家の存する敷地に係る固定資産税等について必要な措置を講

ずる」とあります。概要と措置の内容の説明をお願いします。 
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○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 それでは、固定資産税等の概要と措置の内容ということで、大きく２点について御説明し

たいと思います。 

 まず、１点目は固定資産税の概要と、２点目が住宅用地の課税標準の特例というところに

分けて御説明します。 

 まず、１点目の固定資産税については、毎年１月１日を賦課期日に定めて、固定資産であ

る土地、家屋、償却資産の所有者が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定

資産の所在する市町村に納める税金でございます。 

 税額の計算は、固定資産価格を基に税額を決定するための課税標準額というものを算定

して、その課税標準額に税率を乗じて算出することとなり、鹿島市の税率は条例によって

1.5％と定めております。 

 それで、今回の特定空家関係の部分ですけれども、２点目の住宅用地の課税標準特例とい

うところですが、この土地の中で住宅用地につきましては、その税負担を軽減することを目

的として、その面積の広さによって２種類に区分されておりまして、まず１つ目が200平方

メートル以下の用地を小規模住宅用地といいまして、もう一つが、200平方メートルを超え

る用地を一般住宅用地として課税標準を軽減する特例措置が適用されます。 

 住宅用地特例措置が適用される場合は、課税標準額は固定資産価格よりも低く算定されま

す。この特例措置は、小規模住宅用地のほうが課税標準額を固定資産の価格の６分の１の額

に軽減することとして、一般住宅の用地が課税標準額を固定資産の価格の３分の１の額に軽

減することとするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 要するに、小規模住宅用地が６分の１が６倍になるということですね。それから、一般住

宅用が３分の１が３倍になると。これに税率の1.5が掛けられるんですね。この制度ができ

たらかなり家を解体する人が出てくる可能性がありますね。 

 それで、この住宅用特例地の適用対象外については広報をしっかりとしていただいて、少

しでも空き家対策につながるように推進してほしいと思っていますが、対策をお願いいたし

ます。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 
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○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 空き家等の利活用や解体を促す取組に関しましては、「広報かしま」などを通じてしっか

りと広報していくことを前提といたしまして、議員御指摘の危険な空き家等に関しましては

別の取組が必要と考えております。特定空家等の所有者は相続などで取得し、市外、県外に

お住まいの方が少なからずいらっしゃいます。極端な方でいいますと、鹿島市内にこのよう

な空き家を相続して所有していることを忘れている方もいらっしゃいます。議員御指摘のこ

のような危険な空き家に関しましては、広報だけではなく、所有者を特定して、しっかり通

知をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、一番下のグリーンと赤の勧告とありますけれども、このことでタイミングので

すよ、この特定空家等から助言又は指導、勧告、この勧告にいって措置ができるわけですね。

ここの時間的なことは分かりますか。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 議員がモニターに出してくれている資料を使って説明いたします。 

 現在、パブリックコメントを実施しております鹿島市空き家等対策計画が成立しまして、

今年４月からこの計画が動き始めますと、画面左下の特定空家等の認定から始まります。こ

の特定空家等とは、先ほどの質問にもありました倒壊の可能性があるなど、現状のままの利

用が不可能な空き家、いわゆる危険空き家のことということになります。 

 認定された特定空家等には、現状を改善するように、一つ右の段階、助言又は指導を所有

者に対して行います。この指導、助言を受けた所有者が一定程度の期間を置いても状況を改

善しない場合は、もう一つ右の段階に移りまして勧告を行います。この勧告を受けた所有者

の住宅用地は、住宅用地特例の適用対象外となります。 

 そのタイミングですが、固定資産税は１月１日を基準日として、その基準日時点の所有者

に対して賦課されますので、勧告を受けて、その状況が改善されず、１月１日の基準日に達

した段階が住宅用地特例の適用対象外になるタイミングとなり、固定資産税が特例措置で減

額されていた分、増えることになります。 

 以上です。（「それは命令から代執行まで教えて」と呼ぶ者あり） 

 勧告を受けまして、またそれでも状況が改善されない場合、命令がされまして、その命令
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をされた後に、所有者の弁明の機会とか、一定の行政手続を行いまして、それでも改善され

ない場合が行政代執行という形になります。 

 以上です。（「期間的には。分からん」と呼ぶ者あり） 

 それでは、それぞれの期間を御説明いたします。 

 令和５年５月に開催を予定しております空き家等対策協議会で協議を予定している案件で

ございまして、まだどれぐらいの間隔で行うとはちょっとお答えできませんが、国の指針を

見ますと、最短でそれぞれ数か月といったところでございます。 

 ただ、これまでの業務活動の結果、２つのポイントがあるというふうに思っております。 

 １つは、所有者が死亡し、相続が発生している案件で、相続人の中には空き家の解体など

に対して相手にしてくれない、ここら辺の方言で言いますと、うてあってくれない方が一定

数おられます。うてあってくれないのであれば、粛々と次の段階に進めていくべきというふ

うに考えております。 

 もう一つが逆のパターンで、相手にしてくれて解体を真剣に考えていただいた場合という

ことになります。この場合、複数おられる相続人間の意思統一に時間を要することが分かっ

ております。このような場合においては、専門家も中に入ってもらって解体に向けた一定の

猶予期間が必要かと考えております。ここら辺を空き家等対策協議会で専門家の意見を聞き

ながら定めていきたいというふうに考えております。 

 なお、命令から行政代執行までの間は、先ほど言いましたとおり、所有者に弁明の機会を

与えるなどの行政手続が必要ですので、まだ詳細を詰めておりません。 

 このように、命令から行政代執行までにはまだここで結構な時間がかかると思われますの

で、勧告の段階まででの所有者による解体のほうをこちらとしては促していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 この制度については広報ではなく、所有者を特定してしっかり通知していくという答弁が

ありました。心強く感じます。危険な特定空家の付近にお住まいの市民の方々が本当に不安

で不安でたまらんと思いますので、一日も早くこういう制度を使って解消ができればと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 次に、鹿島市沿岸有明海海洋環境調査事業について質問いたします。 

 まず、この事業の内容について説明をお願いします。 

○議長（田一美君） 

 山浦建設環境部長。 
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○建設環境部長（山浦康則君） 

 お答えします。 

 肥前鹿島干潟は、平成27年５月、国際的に重要な湿地としてラムサール条約湿地に登録さ

れました。しかしながら、干潟上を含めた本海域の詳細な水質、底質分布や生物の分布につ

いてはこれまで調査研究が少なく、十分に分かっていませんでした。特に経年的な変化を明

らかにできるようなデータは、潮間帯と言われる陸地付近での海面から20センチ程度くらい

の位置についてはあるものの、干潟上についてはほとんどありませんでした。ラムサール条

約登録湿地については、環境保全とともに、ワイズユースといいまして、賢明な利用と言わ

れており、健全な湿地から得られる恵みを生態系に配慮して持続可能な形で利用することが

求められるため、科学的な調査、データに基づいた議論を欠かすことができないことから、

平成27年から毎年有明海海洋環境調査を実施してきました。 

 そして、今年度は従来までの調査のほか、干潟生物調査、潟踏みによる還元化防止作用や

潟ばなへの高影響作用調査を行っております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 これが海洋調査事業の結果報告ですけど、結構詳しく書いてありますので、私が読んでも

分かりませんけれども、佐賀大学の先生たちが一生懸命調査をしていただいておるようです。 

 それで、先ほどもありましたけれども、ラムサールの条約を締結したから、こういうふう

な海洋の事業をしていると思いますので、ラムサールの締結は非常によかったなとここで

思っております。 

 次に、令和２年度の同事業の報告にあります調査概要については、平成27年から令和元年

までの５年間で鹿島市沿岸有明海海洋環境調査事業を実施して、特性は把握されたと報告さ

れています。把握された特性の説明をお願いします。 

○議長（田一美君） 

 山浦建設環境部長。 

○建設環境部長（山浦康則君） 

 特性としまして２点ほどございます。 

 １点目が底生生物層の面変動は見られず、安定した生物層となっていますが、全体として

多様性が乏しい海域と言えます。少量ではありますが、有明海の地域特性であるアゲマキ貝

などが取れていたことがこの海域の特徴でございます。 

 ２つ目が、冬季にノリの色落ち被害をもたらす珪藻赤潮によるものと考えられる高いクロ

ロフィル蛍光値、これは植物性プランクトンですが、これが検出されております。表層では
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なく、亜表層と言われる沖合の表層より少し下のほうから海底層にかけて高濃度となる傾向

にあり、鹿島市沿岸の特徴であると考えられています。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、平成27年度からこの調査は行われております。この調査を年次ごとに読んでい

くと、現在の有明海の状況が分かってきます。年度ごとの調査結果を少し紹介したいと思い

ます。 

 平成27年度夏季のシャットネラ赤潮、冬季のアステリオネラ赤潮など有害な赤潮の発生が

問題となっている。調査した結果、鹿島市沿岸海域の環境再生を考えたときに、その目標と

なる指標の一つが二枚貝類の再生であろうとなっています。 

 先ほどと同じように、平成28年度夏季のシャットネラ赤潮、冬季のアステリオネラ赤潮な

ど有害な赤潮の発生が問題となっている。調査した結果、冬季については、本年度は夏季に

比べて高いクロロフィル蛍光が観測され、本年度のノリ養殖に被害をもたらした珪藻赤潮を

捉えたものと考えられる。クロロフィル蛍光とは、植物が吸収した光エネルギーのうちで、

光合成に用いられなかった余ったエネルギーが赤色光として植物から発せられたものと説明

されています。 

 平成29年度は海の状況は前年と同じですね。調査した結果、冬季については昨年度と同様

に、ノリ養殖に色落ち被害をもたらした珪藻赤潮の発生が捉えられた。夏季に比べて極めて

高い濃度になるという結果が３年連続で得られた。本海域の季節変化の特徴である可能性が

高いと結論づけてあります。 

 平成30年度、近年、この海域では夏季のシャットネラ赤潮、冬季のアステリオネラ赤潮な

ど有害な赤潮の発生が問題となっている。しかし、干潟上を含めた本海域の詳細な水質、底

質分布や生物の分布について調査研究が少なく、十分に分かっていない。調査した結果とし

て、昨年と同様で、ノリ養殖に色落ち被害をもたらした珪藻赤潮の発生が捉えられた。 

 令和元年度も平成30年と同じ報告でありました。 

 これをずっと読んでみますと、平成29年度の調査結果が一番今の有明海の現状を表してい

ると思います。冬季にノリ養殖に色落ち被害をもたらした珪藻赤潮の発生が得られ、先ほど

も申しましたように、夏季に比べて極めて高い濃度になるという結果が３年連続で得られた。

本海域の季節変化の特徴である可能性が高いと結論づけられています。冬は極めて高い濃度

で赤潮が発生して、ノリ養殖に影響があったと結論づけられております。 

 こういういい事業の研究結果といいますか、それが出ているのに、ノリを養殖している

方々にこの情報が行き渡っていないように思いますけれども、ノリ養殖業の方々へ、この調

査結果の連絡はどのようにしているのか、教えてください。 
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○議長（田一美君） 

 山浦建設環境部長。 

○建設環境部長（山浦康則君） 

 お答えします。 

 佐賀県有明海漁業協同組合鹿島支所が委員となっておられる鹿島市ラムサール条約推進協

議会の総会において、佐賀大学の先生より調査結果の報告を行ってもらっております。また、

下水道係が実施している浄化センター周辺海域環境調査の結果についても、同組合鹿島支所

の皆さんへ報告会を開催しているところでございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 漁協の職員の方に説明する、それはそれとして、ノリの漁業をしている方もやっぱり参加

された形の報告会というのを今後していただきたいと思いますが、それはどうですか。 

○議長（田一美君） 

 山浦建設環境部長。 

○建設環境部長（山浦康則君） 

 お答えします。 

 このラムサール条約推進協議会のほうで漁協の職員さんとか委員さんとか報告しますけれ

ども、その際に御依頼とかあれば出向いて説明いたしますし、下水道課のほうで開催してい

ます周辺海域調査につきましては、役員の皆さん30人ぐらいいらっしゃいますので、その

方々に説明を行っているところでございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 できれば隅々まで情報が行くようにしていただきたいと思います。 

 もう一つ、ドローンによる海洋調査を行うような話を聞きましたけれども、これは将来的

にどのような調査方法になるか、教えてください。 

○議長（田一美君） 

 山浦建設環境部長。 

○建設環境部長（山浦康則君） 

 お答えします。 

 ドローンを用いて海域を飛行し、空中から計測で、クロロフィル蛍光値を測定することで

赤潮の発生を予兆することができる取組が研究されています。現在、ノリ養殖業者は赤潮発

生時にノリ網を揚げるなど対策を講じられていますが、経験に基づく判断となっているため
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空振りも多く発生しております。現在開発中の赤潮予兆システムを使ってこの空振りをなく

すことで、漁船の燃料費のコスト削減や二酸化炭素排出量の削減効果が期待されております。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、この赤潮予兆システムというのはいつ頃完成するんですか。 

○議長（田一美君） 

 山浦建設環境部長。 

○建設環境部長（山浦康則君） 

 このシステムは、佐賀県にある会社で、まだ実証実験段階ですので、実際にシステムとし

てされるのがまだ未定ということです。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 この話をノリ養殖の方々にしたら、本当に期待をされておりますので、空振りもないとい

うことでしょう。それから、漁船の燃料費コストの削減とか、いろいろいいことばっかりで

すもんね。ぜひこれを早くと言ったらおかしかですけど、システム開発をしていただきたい

と思います。 

 次に、今、有明海の状況を説明させていただきました。それに関して、現在のノリの収穫

状況を教えてください。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 お答えをいたします。 

 ノリの状況ですけれども、まず、今季の秋芽ノリのほうからお話をさせていただきますけ

れども、入札が秋芽ノリに関しましては３回開催をされております。その結果、生産枚数が

3,121万6,000枚、生産金額が359,791千円、１枚当たり平均単価11.53円となりまして、記録

的な不作となりました昨年と比較しましても、枚数、金額ともに昨年の約６割となっており

ます。冷凍網につきましても、栄養塩不足等の海況悪化に伴いまして、当初今年１月２日の

予定でありました冷凍網の張り込みを延期するなど、漁業者の皆様も試行錯誤し、収穫量の

回復には取り組まれたところでございます。 

 このような中、今月３日には冷凍ノリの入札が実施されまして、この４回目の入札では生

産枚数、金額、単価、いずれも昨年を大きく上回りましたけれども、秋芽ノリと今回の冷凍
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ノリ、全７回の入札結果を見てみますと、生産枚数が7,039万2,000枚、生産金額が1,089,690

千円、１枚当たりの平均単価が15.48円となりまして、記録的な不作でありました昨年と比

較しましても、生産金額こそ若干1.1倍ほど上回ったところではありますけれども、枚数に

関しましては昨年の７割にとどまっておりまして、支所が目標としております生産金額20億

円には遠く及ばない、２年連続での記録的な不作となっております。 

 ３月17日、あした冷凍ノリの５回目の入札が控えておりまして、その結果に期待したいと

ころではございますけれども、この５回目の入札で鹿島市管内のほぼ全ての摘み取りが完了

する予定でございまして、これで今季のノリ養殖は終了という見込みでございます。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 次、カモの被害を聞きたいんですけれども、カモは黒いノリしか食わないということです

ね。それで、ノリの被害は今年はあんまりなくて、麦とかレンコンに行っているという話を

聞きました。北鹿島のほうも、塩田川のほうにレンコンがあって、あそこら辺が被害に遭っ

ているという話を聞きましたけれども、レンコンと麦の被害状況を教えてください。 

○議長（田一美君） 

 江島農林水産課長。 

○農林水産課長（江島裕臣君） 

 お答えをいたします。 

 カモによる食害には非常に悩まされておりまして、麦に関する被害がどの程度出ているか

というようなところで、これは佐賀県の推計によりますと、被害金額で申し上げますと、

1,000千円ほどの被害金額というふうに推計を出されております。実際はもっとあるんじゃ

ないかなというふうに私たちは感じておるわけでございますが、また、1,000千円てそれほ

どの被害ではないようにも思われがちなんですが、議員おっしゃったように、このカモの被

害というのは、例えば、北鹿島の三部であったり、新籠とか重ノ木の一部エリアに集中して

被害が発生しておりますので、実際にはかなりの被害であるというふうに推察をいたしてお

ります。 

 また、レンコンのほうも食べているということで、ちょっと被害金額までは把握はできて

おりませんけれども、麦、レンコンに被害をもたらしている状況でございます 。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 カモの被害は、なかなか対策は難しかですね。 
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 次に、産業支援課にお伺いします。 

 現在、産業支援課でノリを活用した商品の相談を何件受けているか、教えてください。 

○議長（田一美君） 

 三ヶ島産業支援課長。 

○産業支援課長（三ヶ島正和君） 

 私からは、色落ちノリを活用した商品の御紹介を含めて、ノリ養殖を行う漁業者との協力

についてお答えをいたします。 

 本年度、七浦地区の２件のノリ養殖を行う漁業者の方が６次産業化に向けた商品化に取り

組まれております。 

 まず１件目の方は、市の特産品開発事業費補助金を活用し、ストックされていた一番摘み

のノリを委託加工し、焼きノリ、味つけノリ、塩ノリの３種類のノリ製品をパッケージにも

こだわって商品化されたところであり、現在、ＳＮＳでの販売のほか、道の駅や近隣市町の

ショップなどで販売されております。 

 次に２件目の方は、海道しるべのほうに、色落ちノリを活用した商品作りをしたいので、

協力してもらえる事業所を紹介してほしいといった相談がありまして、御紹介した市内の事

業所と協力して試作品を作られたり、海道しるべを利用して試作研究をされたりなど御自身

で積極的に働きかけをされまして、色落ちノリを活用した２つの商品が完成したところでご

ざいます。１つは、ノリが持つ保湿成分に着目した石けん、もう一つは、洋菓子店とコラボ

した焼き菓子であり、本年１月から海道しるべに置いてテスト販売を行っております。これ

らに焼きノリといった自社のノリ製品を加えられまして、肥前浜駅での直売のほか、本年１

月に佐賀空港のほうで開催いたしました鹿島産品の即売会といった各種イベントにも積極的

に出店されております。 

 この２件とも昨年11月に福岡市で開催されました商談会に参加されまして、バイヤーとの

意見交換や商談なども行われて、大変有意義で勉強になったと聞いております。 

 産業支援課では、このような商品開発のための加工の支援からかかる費用の一部補助に加

え、商品化後の販路開拓の支援も行っており、具体的には県内外で開催されます商談会の

出店サポートでありますとか、出店に向けた研修会の開催、イベントへの出店あっせんや

ＰＲの場の提供など、開発から販売までの手厚いサポート体制を展開しており、今後におき

ましても、これらの取組を業務の主軸に捉えていく考えであります。 

 また、色落ちノリの活用に向けた取組といたしまして、本年度、鹿島産食材を使ったラン

チメニューの提供に御協力いただいております東京の飲食店３店舗に現物を送付し、試作や

研究をお願いするとともに、昨年６月に本市と包括連携を締結いたしました京都の一般社団

法人にも送付し、化粧品や健康食品などの原料として活用できないか依頼しているところで

あります。 
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 ６次産業化は、加工品を作ったらおしまいではなく、ビジネスとしてもうけを生み出して

持続的に回していく必要がございますので、引き続き事業者に寄り添いながら必要なサポー

トを行ってまいりたいと考えております。 

 以上になります。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 私と一緒に相談に行ったときと比べれば、大分先に進んでいてよかったと思います。 

 それで、色落ちノリをつくだ煮にするというのをされております。環境下水道課に相談を

されて、色落ちノリを道の駅にやって、環境下水道課が中に入って、サンのりのほうにやっ

てつくだ煮にされた商品があります。それを産業支援課も、知っているか分かりませんけど、

私があれしたときには知らないような状況でしたので、やはり情報の共有というのが一番大

事ではないかと思うんですよ。 

 先ほどの海洋のラムサールのほうでも一緒ですけど、農水あたりもその会議に出てもいい

んじゃないかと思うんですよね。だから、そういうふうに情報の共有というのを特にやって

いただきたいと思います。 

 総務部長に、これからの情報共有の対策があればお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 田﨑総務部長。 

○総務部長（田﨑 靖君） 

 お答えをいたします。 

 今御質問いただきましたように、庁内で連携を図るべき事業や課題、情報連携については

非常に重要なものと思っております。庁内では意思決定及び連絡調整並びに情報伝達機関設

置要綱が定められており、この要綱により、市長の意思決定を補佐することや、適切な業務

の遂行に必要な連絡調整及び情報伝達を行うため、幾つかの会議が設置をされています。１

つ目が庁議であり、庁議は市長の意思決定を補佐する最高協議機関とされています。２つ目

に部長会議があります。部長会議は主要業務の遂行に関する調整を行うこととされており、

その会議に付すべき案件として、主要事業の執行管理に関することのほか、部間の調整に関

することとされております。そのほか、課長会議、事務連絡会議などが設置されております。

これらの会議はそれぞれに役目があり、通常は月に１回程度、または必要に応じて開催して

おり、その際に情報共有を図ることといたしております。 

 御質問のように、部をまたぐ案件につきましては、庁議、または部長会議で共有すること

が適当であると思われるため、それらの場で情報共有を図っていきたいと考えております。

現在も庁内、部内、課内で情報共有を図っているところではございますが、再度徹底をして、
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情報共有、情報連携を確実に行い、効果的な事業推進に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 田﨑部長ありがとうございました。 

 終わります。 

○議長（田一美君） 

 以上で４番議員の質問を終わります。 

 本日の日程はこれにて終了いたします。 

 明日３月17日から３月19日までの３日間は休会とし、次の会議は20日午前10時から開き、

一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時53分 散会 

 


